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午前９時３０分開議

○議長（野口 俊明君） おはようございます。

本日、あす、２日間一般質問であります。ひとついい質問をよろしくお願いいたしま

す。

なお、本日は中海テレビが取材に入るということで許可をしておりますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、これから会議を開きます。

ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
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本日は一般質問を行いますが、通告された議員が１４人ありましたので、本日とあす

９月２０日の２日間行います。よろしくお願いいたします。

⋞ ⋞

日程第１ 一般質問

○議長（野口 俊明君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

１５番、西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） はい。おはようございます。

今回は２問質問いたしますが、最初の自治基本条例の制定につきましては６月にも出

しておりましたが、時間がなかったために再質問ができませんでしたので、再度質問さ

せていただきます。

自治基本条例の制定について、地方自治体独自の政策法務の考え方が生まれる中、一

部の地方自治体の間では政策法務を遂行する上で自治基本条例を制定しようとする動き

があります。もっとも、自治基本条例に対する考え方は自治体によってさまざまで、同

じではありません。憲法と法律の関係と同様に、条例等の自治体、自治法体系の上位に

立つ基本条例（狭義の自治基本条例）と市民社会の成熟によって求められる行政と市民、

ＮＰＯ、企業等の協働条例、そして都市計画、土地利用や景観等に関してのまちづくり

の方針を定めるまちづくり条例の３つの考え方が存在しています。

地方分権が進むことによって国からの各種の関与が後退し、政策形成主体としての地

方自治体の存在感が高まることになるとしても、自治体政策形成過程への住民による参

画の保障につながるわけではありません。地方自治体の本旨の内容である団体自治と住

民自治のあり方に照らして、国との関係における団体自治が図られるだけでは足らず、

足りず、住民自治の保障の充実も求められるところであります。

その意味では、現今の自治基本条例の制定の動きは地方分権を単に国と地方の権限の

再配分の問題と、問題に限定するのではなく、住民自治のより一層拡充を目指すもので

あると表することができます。殊に地方分権一括法により機関委任事務が廃止され、従

来地方自治体において処理されてきた国の事務が、１つ、国の事務として直接執行され

るもの、２つ、自治体の法定受託事務、３つ、自治体の自治事務に再編されるという地

方自治制度の大変革の渦中にあって、国と地方の関係は大きく変わろうとしており、地

方自治体は今、地方自治の確立、強化を図る上でこれまで考えられなかったような可能

性を手にしたと言えます。これを単なる画餅に終わらせてしまうのか、実現できるのか、

大きな課題であります。地方自治体が地域における総合的政策、総合的な政策策定と執

行の主体としての力量を文字どおり高めて、国との関係における団体自治の強化にとど

まらず住民自治、その住民自治がその主体性を発揮しようとする住民自治の確立が不可

欠であります。

そして、町民参加と協働を一過性のものに終わらせないためには、制度化が必要とな
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ります。このような文脈の中で、自治基本条例はそれぞれの自治体の行政運営の根本を

定める重要な役割を担っていく可能性を秘めていると思います。

１つ、町政の基本的な原則と制度やその運営の指針や町民と町の役割を定めることに

より、住民自治の確立を図るために自治基本条例制定に取り組まれたい。

２つ、地方公共団体は地方政府と言われる。その根拠は。

３つ、地域社会の形成の主体は町民であると言われています。根拠は。

４点目、協働の内容は。

５点目、町長は４月に再選されました。自己責任、自己決定の原則のもと、すぐれた

経営感覚を持って町民とどう向き合うか、指導力は、指導力、特に何と何でしょうか。

１問目であります。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。おはようございます。

それでは、トップバッターでございます西山議員の１点目の質問でございます自治基

本条例の制定につきましてお答えをさせていただきたいと存じます。

町政の基本的な原則と制度やその運用の方針、町民と町の役割を定めることにより住

民自治の確立を図るために、自治基本条例策定に取り組まれたいということでございま

すが、全国の自治体は約１，７００ほど現在ございます。その中で、現在におきまして

は約２１０ほどの自治体で制定をされている現状にあるようであります。県内では、１

９の自治体のうち５団体で制定をされていると認識をいたしているところであります。

自治基本条例の明確な定義はいまだ定まっていないようでございますが、一般的には

一つに、１点目にまちづくりにおける自治体運営の基本理念、基本原則、２点目にまち

づくりにおける住民、行政、議会の役割、３点目に住民参加、情報提供などの住民自治

に関すること、４点目に自治体の最高法規としての位置づけなどを規定をした内容とな

っているようでございます。

自治基本条例の制定につきましては、現在もその賛否が分かれている状況でございま

すが、近年制定をされております自治基本条例では住民投票条例についての内容が盛り

込まれているケースが多く、有権者の資格、発議のあり方などについて賛否が大きく分

かれているものと認識いたしているところであります。

以前の御質問でもお答えをいたしましたが、地方自治で重要なことは、その自治体の

住民の意思と責任に基づいて行政を行うということ、その自治体のみずからの権限と責

任において地域の行政を行うということであります。そのためには、まちづくり活動の

ため住民の皆様に積極的に参加をしていただくということが必要であると考えておりま

す。

現在進めておりますところの集落の健康診断によりますところの村づくりの取り組み、
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あるいはまちづくり地区会議の活動、さまざまなグループ活動、そして自主防災組織の

育成など、住民の皆さんにまちづくりについて積極的に参加をしていただく機会を設け

ているところでありますし、これからも努めてまいりたいと存じます。

また、これから取り組んでまいります住民参画によりますところの未来づくり１０年

プランの策定、これに取り組み、そして実践へつなげてまいりたいと考えています。現

在の状況では、このような活動を進めていく中で住民自治を推進、進めてまいりたいと

考えているところであります。

次に、地方公共団体は地方政府と言われているとの根拠はということでありますが、

また地域社会の形成の主体は町民であるということの根拠ということについてでござい

ますが、出典がわかりませんのでどのようにお答えをしてよいか十分でないかもしれま

せん。

地方公共団体が地方政府と呼ばれているということにつきましては、地方分権、地域

主権の議論の中で、諸外国のように中央政府と地方政府という捉え方の中でそのような

表現をされているものと思います。

地域社会の形成の主体は町民であるということにつきましては、地方自治の本旨であ

る住民自治と団体自治に基づき住民が主体的にまちづくりに参加をし、地域社会の運営

体制の方向を確立していくということではないかと考えております。

協働の内容はということでございますが、一般的には複数の主体が何らかの目標を共

有をし、ともに力を合わせて活動していくということとされているようでありますが、

住民や集落、ＮＰＯなど異なる主体が意識と実施過程の経過をともに共有をしながら、

同じ目的のために物事を進めていくということではないかと考えております。

次に、自己責任、自己決定の原則のもと、すぐれた経営感覚を持って町民とどう向き

合うか、指導力は何かということについてであります。

町政の方向性を示す最終的な責任者として、その責任を強く感じているところであり

ます。町民の皆様や、町民の皆様の意見や御要望、そうしたことをお聞きするとともに、

広くアンテナをめぐらし情報を得る。そうした状況の中で、判断をしっかりと的確に進

めていくということで取り組みを進めてまいりたいと考えます。

指導力ということでございますが、目標や将来の理想像を示すこと、それに向かって

全体で進んでいくということ、これを進める力ではないかなと考えるところであります。

以上、１点目の答弁にかえさせていただきます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） そういたしますと、最後の町長の指導力というところか

ら入っていきたいと思います。あとはまた後で。

町長、御承知だと思いますが、今の時代は縮小の時代に入ったと言われております。

これは少子高齢化による減少であって、高齢化が進めば多くの退職者が生まれます。一
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方、社会保障とか福祉経費が増大する、構造的に財政が縮小することになる、このよう

なことを意味しておるようであります。

そこで、私は町長にこの議場で提言しておきたいのは、町長は持続可能な自治体づく

りに指導力を発揮してほしいと思うわけです。自治体の持続可能な自治体像。

そして、さらに前段触れておりますように持続可能な地域づくり、この持続可能な団

体と持続可能な地域づくりの方向性をですね、あなたが示してほしいわけです。

その中に、私は４つあると思っているんです。１つは人づくりですし、２つは仕事づ

くりですし、３つは地域づくりですし、４点目は自治の仕組みづくりだと思うんです。

この縮小の時代に町長の指導力を発揮してほしいと思いますが、御答弁をお願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。西山議員からの質問にお答えさせていただきます。

御存じのように、縮小の時代という表現をされましたけれども、人口減少という時代

の中で経済のパイも人口も減っていくということであります。仰せのとおりの時代に入

ってきております。

そうした中で、現在その取り組みの中での方向性として４点述べられました。そうし

たおっしゃいます点、私もそのように思っております。そうした視点を持って、行政の

運営、取り組み、進めてまいりたいと考えているところであります。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） そういたしますともとに戻りますが、自治基本条例のつ

くり方は幾ら議会や私どもが言ったって、それより以前に住民の皆さんとお話し合いす

ることがいいと思いますので、こういうこの流れでいいと思いますよ。

しかし、私は自治基本条例そのものの強調しておきたいわけです。平成１２年の分権

改革によって、国、地方は対等、平等な関係になり、自治体はその役割と責任が増大し

ました。これまで基本構想が市民参加や自治、協働といった市民と行政の関係を明確に

示しましたが、現在は基本構想の議会議決は絶対要件となくなりました。しかし、議会

は議決しようということになりましたし、町長側は条例を出しております。そのように

意味は大きく変わってきております。

私は、自治基本条例をこう何回も何回も言いますのか。情報公開や市民参加、パブリ

ックコメント、住民投票など市民の立場に立って自治体を協働型、自治型に変えていく

ための手法だと思っておるんです。町長、協働型、自治型に変えていくと思うわけです。

課題としては、先ほど言いましたようにそれには住民の制定過程の中に十分議論がする

ことでありますけれども、私がしつこく言うのにはわかりやすく、町の姿勢はこうです

よというふうなことをちゃんと、その、何といいますかね、条例にしてわかってほしい

です。

－９７－



私、これ杉並区の自治基本条例をここに持っております。全国で一番真っ先にですね、

地方自治をつくったのが、自治基本条例つくったのが杉並だそうです。そこにはですね、

定義なんていうのが明確なんです。参画ということはですね、政策の立案から実施及び

評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定にかかわることをいうと明確に書い

てあるんですね。

そして協働ということはですね、地域社会の課題の解決を図るためそれぞれの自覚と

責任のもとにその立場や特性を協力して取り組むことですよと具体的に書いてあるんで

すね。こういうふうにですね、私は具体的に町民に、森田さん、町長になられて２期目

だと。１０年先のまちづくりの展望を持ってやってもらわなきゃならないと。そのとき

に自治基本条例こそ大事だと。

そして、町民の権利義務もうたってあるんですよ。ですから、時間がありませんので

省きますけども、政策過程の中で町民とより親しく協議していただけますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。自治基本条例の取り組みのまちの事例もいただきながら、

御質問いただいたところでございます。

特にたびたびお話をさせていただいておる、質問もたびたびいただいて、またお答え

もたびたびさせていただいておるところでありますけれども、町としても議員おっしゃ

いますように住民主体のまちづくり、住民の方々に参画をしていただいて、まちづくり

をしっかりと進めていこうという捉え方の中で、集落からの取り組みや、あるいは集落

で解決できない問題もあります。そうしたことについてはまちづくり地区会議での取り

組み、あるいはそうした形ではなく、一定の目的を持って集まって活動しておられます

女性団体の関係であったり高齢者の方々の関係であったり、あるいは子育てサークルの

関係であったり、農業の関係であったり漁業の関係であったり商工業の関係であったり

観光の関係であったり、いろいろな団体の活動が実際に町のまちづくりのかかわりの中

でお力をいただいている現状もあります。そうした組織活動、住民の皆さんの活動をし

っかりと支えさせていただいたり一緒に汗をかかせていただく、そうした取り組みをこ

こ数年ずっと基本に置きながら取り組んできた経過があります。

この自治基本条例の制定ということにつきましては、各論的な部分についてはいろい

ろな場面でまだまだ検討したり課題、賛否両論あるテーマもございます。そうしたこと

を踏まえて、この制定をどうするかということだろうと思っておりますけれども、やは

り住民の方々がそうした取り組みを今進めていただいておる。特にこれから次の１０年

のまちづくりのプラン、たくさんの住民の皆さんに参画をしていただいて取り組んでい

く、つくっていく。と同時に、実践へつなげていくということをこのたびのテーマとし

ております。そうした取り組みをしていく中で、住民の皆さんがまちづくりに対して意

識をもっともっと高めていただく、あるいはレベルを上げていただく。そういう状況を
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踏まえながら条例制定ということについては判断をしていく、あるいは考えていくこと

が私は大切ではないのかなと思っているところであります。

よく卵が先か鶏が先かというお話がありますけれども、私の思いとしては、そうした

思いの中で状況を踏まえながら判断していくべき案件ではないのかなというぐあいに考

えておるところであります。もちろん住民の皆さん方のお話し合いやそうした活動の状

況を感じながら、いただきながらということで進めていきたいと思っております。以上

です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 地方政府ということですけどもね、法律的には地方公共

団体が法律上の名前です、法令上では。ただ、地方自治権を行使する主体だということ

がですね、行政の責任。それで自治体。地方自治権を行使する。ですから統治団体、い

わゆるガバナンスになるわけです。ガバナンスだということになると国と対等に向き合

いますから、地方政府という言葉ができたと思うんです。地方政府の代表、大山、名和

町の代表者はあなたですから、国と町が統治権を持ちますから、統治権を持つので地方

政府という私はそういう認識です。どうですか、わかりますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。勉強させていただきましてありがとうございます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） さらに、都道府県というのは同じことなんですよ。町村

と県と対等。ただ、鳥取県内の中に１９の市町村がありますという範囲の問題だと思い

ますよ。上下関係でも何ともない、対等な関係です。したがって、私が言う地方政府と

いうのは県においてもそういう位置づけを欲しい、してほしいなと思っています。

そして何より言いたいのは、住民は主権者であり、町長や議員は代理人なんです。職

員も代理人なんです。この辺が住民主権の基本だと思っております。これが従来、私が

叫ぶ住民自治を強くしていくことによってですね、まちが栄えるということの根本なん

です。

そこで、地方自治の本旨には団体自治と住民自治ということがあります。町長、団体

自治と住民自治、簡単に説明してください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より詳しく述べさせていただきます。

○議員（15番 西山富三郎君） 簡単でいいですよ。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。
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○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 地方自治の本旨という言葉ですけれども、具体的な定義は

憲法にも法律にもどこにも出てきていないということは言われているようです。

団体自治につきましては、国から独立した地方自治体を認め、その自治体のみずから

の権限と責任において地域の行政を処理するという原則という定義が一つある。

それから、住民自治につきましては、地方における行政を行う場合に、その自治体の

住民の意思と責任において行政を行うという原則ということで、この２つが地方自治の

本旨というふうに一般的に言われております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） それじゃね、地方自治は民主主義の学校だという言葉が

あるですよ。専門家はどう思われますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より述べさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） はい。一般的にそう言われることもありますけれども、そ

の内容につきましてはちょっと具体的によくわかりませんので、ちょっと御答弁がしか

ねますので申しわけありません。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 答弁する側はみやすいですけんな、難しいからというこ

とで控えられますけど、私どもはここに立つからにはある程度、３カ月間勉強してここ

に立っておりますので、やっぱり知っておるんでしょうけれども、もう少し明快な答弁

してほしいと思いますよ。時間がありませんので進みますけれどもね。やっぱり分権、

自治、自立の社会です。分権、自治、自立の社会です。町長、認識を。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ちょっと声が小さくて聞こえませんでしたので、もう一度よろ

しくお願いします。

○議員（15番 西山富三郎君） あのね、それじゃ分権、自治、自立の社会だと言ってお

るんです。分権、自治、自立の社会。大山町の心構えはどうですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） なかなか趣旨がちょっとわかりません。分権、自治、自立の社
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会についてどうかという質問かなと思います。ちょっと難しくて、ちょっと答え切れま

せん。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） それでは、次の項の職員の関係がありますので、皆さん

全員が職員でございますのでそこで触れたいと思いますが、次に進みたいと思います。

２問目は職員の行動指針は策定しているかということで、町長と教育委員長にお尋ね

をいたします。

超高齢⋞人口減少社会の到来、社会経済状況が大きく変化する中で、地方自治体は今

大きな転換期の中にあります。このような新たな時代において、地方自治体で働く職員

にはこれまで以上に高いレベルの知識、能力が必要となります。行革を進める一方で仕

事の密度は濃くなるばかりですが、日々の職務は正確かつ迅速に処理しなければなりま

せん。

１つ、前例にとらわれないアイデアを生み出し、創意工夫を図っているか。

２つ、日本一親切丁寧で明るい庁舎の実現を目指す職員として自覚と誇りを根づかせ

るとともに、自発的な行動を促すためにどうしているか。

３つ、使命感、責任感を持って自己研さん、向上心、自己を高めることを大切に失敗

を恐れず、一歩前進、改革、チャレンジしていますか。

４点目、誠心誠意、丁寧をもって公平公正、法令を遵守することが大切に、無駄をな

くす、税の重みを理解する、効率⋞効果的な行政運営を大切にしていますか。

５つ、向き合うこと、職員は町民、職員、自分、心、苦しさ、仕事、地域などさまざ

まなものと向き合うことが原点と言えます。町民を大切に、町民から信頼されて、町民

とともに歩む行動を支えるスピリットとして備わり、実効性を高めていますか。

以上の視点を包含した行動指針は策定しているのでしょうか、示してください。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。西山議員より、２点目の質問でございます職員の行動指

針は策定をしているかという質問につきましてお答えをさせていただきます。

先ほど議員が述べられましたように、少子高齢化、地方分権が進む中、これからの自

治体職員は高いモラルを持ち、また高いレベルの知識や能力を持つことが必要とされる

と考えております。

御質問で５点の事項を含んだ行動指針を策定しているかということでございますが、

本町では職員の行動の指針となる「私たちの行動基準」、これを策定いたしております。

お手元にあろうかと思いますけども、行動指針というものをつくらせていただいており

ます。
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そしてまた、大きく変わる社会情勢に対応していくため必要とされる職員を育成する

ために、大山町人材育成基本方針を策定いたしております。多分これもお手元にあろう

と思いますけれども、つくっているところであります。御質問いただきました５点の事

項は、これらの指針、方針の中に記載されているものと考えておりまして、その取り組

みを現在進めているところであります。

以上で私のほうからのお答えにかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） おはようございます。よろしくお願いいたします。

職員の行動指針は策定しているかという西山議員さんの２点目の御質問につきまして、

教育委員会よりお答えをいたします。

先ほど町長が答弁されたとおりで、教育委員会の部局につきましても「私たちの行動

基準」、それから大山町の人材育成基本方針に基づきまして、町民の信頼に応えられる

よう職員の資質向上に日々努めているところでございます。以上でございます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 議会事務局、議長を通じて資料の提供をいただきました。

立派なものができております。これ策定するに当たってですよ、教育委員会の職員も参

加し、町長側の職員も参加して、どのようなメンバーでつくられましたか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。策定の過程でございます。担当より答えさせていただき

ます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 職員参加ではつくっておりません。まず総務課のほうで原

案をつくりまして、策定をしたという経過です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 私、よく言われるんです。西山さん、あんた長らく議員

しとるけれども、税金をいただいておるんですけえなと言われます。そのとおりです。

したがって、議員の諸君や役場の職員にあんた年寄りだから言ってくれと。どんなこと

を言うんだといったら、ちょっと賢い人でね、こういうことを教えてくれました。民膏

民脂、教育長御承知でしょうけど「汝の俸 汝の禄は民の膏 民の脂なり 民は虐げや

すく天は欺き難し」。今風に直しますとね、政治家や公務員の方々よ、あなたの俸給は
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国民が汗水垂らして働いた稼ぎの中からやっとこさのことで納めた税金なんですよ。い

いかげんなことをやって、国民を苦しめるのは簡単かもしれませんけれども、有権者を

だますことは絶対にできませんと、こういう意味のことをいうんですね。民膏民脂、こ

の言葉を町長初め職員の皆さんは心していますか。この中にあらわれていますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。先ほど、内容についてわかりやすく説明をしていただき

ました。私たちの職は、議員おっしゃるとおりだと思っております。そうした立場にあ

る者として、この策定をしたものの中に反映をさせていただけるというぐあいに思って

おります。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 大山町でね、車椅子に乗っておられる方々が何人ぐらい

いるか御承知ですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。通告のない質問でございますので答えれるかどうかわか

りませんけども、担当より答えさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） ただいまの御質問にお答えします。

正確な数字はこちらでは把握しておりません。申しわけありません。

ただ、特別障害の方で歩行が困難な方はあろうかと思いますけれども、どういう方が

どういう条件で車椅子を把握しておられるかは把握していないところが現状です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 予算を皆さん方は執行しておられるわけです。予算の一

生は約３年と言われます。概算要求から予算編成、予算査定、当初予算、補正予算、出

納整理期間、決算、決算の認定、これで終わりです。約３年かかります。この予算の一

生の中に、職員は創造的にどのようにかかわっているんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。西山議員より創造的にという表現でございますけれども、

それぞれ職員は予算を議会より認めていただいて、議決をいただいて執行できるという

ことになります。それぞれ持ち分があって、本当に行政の仕事はよく表現をされますけ

れども、揺りかごから墓場までというさまざまな事業を営む、事業にかかわらせていた
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だいております。そうしたさまざまな事業の中で与えられた職務を遂行するということ、

そして場合によっては課題解決に向けた取り組みを進めていくということ、あるいは大

きな困難な事案に対しても議会の皆さんとも相談をさせていただきながら、いろいろな

取り組みを提案をさせていただき、とり進めていくということで、日々与えられた業務

を懸命に取り組んでいるという状況であります。よろしくお願い申し上げます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 町長、揺りかごから墓場まで、そう言われてましたけど、

もうちょっと言っておなかから墓場までというふうに言われています。

そこでですね、私は役場の職員がしっかりしてくればまちがよくなると思って一生懸

命で質問してるんですよ。役場の職員がしっかりしたりすりゃ、いい村になると思いま

すよ。

そこで、人間が生きていくためには市場部門があるというんですよ。これはお金もう

けするところです。これは役場であったり、皆さんの職場だと思うんですね。それから、

２番目が共同体部門と言われているんですよ。これは人間として生きていくための連帯

感、支え合い、思いやりがここに入るようです。それから公共部門。公共部門がやっぱ

り今言われましたおなかから墓場まで、やっぱり道路をつくったりですね、消防の問題、

保健の問題あると思うんです。このような市場部門、共同体部門、公共部門なんていう

のは総合的に職員の皆さんは勉強しておられるんですか。職員の研修の内容。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。研修ということでございます。担当より述べさせていた

だきたいと思いますけれども、それぞれ、それぞれの部門で適宜研修をしているという

現状でございます。担当のほうから述べさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） はい。ただいま研修の内容ということでお聞きいたしまし

たが、役場の職員は採用の時点から階層研修といいまして新任研修、主任研修、係長研

修、相当級ですけども、研修を逐次行っております。

それから、県のほうで共同でやっておりますけれども、専門分野の研修をやっており

ます。

それから、市町村アカデミー等の全国的な組織の中で適宜、言われてる、先ほど言わ

れたような研修をやっておりまして、各人それぞれの能力を高めるというふうな対応を

しております。

それから、先ほど最初の質問でちょっと簡単に総務課のほうでと言いましたけれども、

人材育成基本方針のほうにつきましては求める人材とか内容につきまして職員にアンケ
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ート等をとって、全体での会議ということはしておりませんけれども、そういう意見の

中で内容に盛り込んだという経過がございます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） この間、総務委員会で総務課長に聞きましたが、正職員

が２１４人、非常勤が１２人、嘱託が７４人、臨時が６８人、３６８人いるそうです。

皆さんにこの行動指針、徹底しておりますか。どのように徹底させていますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 職員に徹底しているかという御質問ですけれども、正職員

のほうにはこの、古くからおります者につきましては「私たちの行動基準」の研修等も

しております。臨時の方につきまし、臨時、嘱託の方につきましては、最近の方にこれ

をお渡しして研修ということはしておりませんけれども、毎朝朝礼のときに「私たちの

行動姿勢」というものの中から２つ３つ読み上げるということで、内容を確認するとい

うようなことはしております。以上です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） そのようなことでね、人間が形成できたら大したもんで

すよ。苦労する人はいませんわ。

私、先日、人権交流センターに行きまして課長と相談員に、うちの村の人がこういう

ことを言ってるよと。試験を受けなくて役場にたくさん入っている人がいる。私なんか

は、うちの村の人ですよ、試験を受けて役場に入った。嘱託や臨時の人が偉そうな顔し

て、あれで職員かという声がうちの村で言います。相当な実績のある方です。大山町、

名和町に功績のある人です。そう言っています。

そこでね、人権交流センターで、あなた方は人権交流センターに座っておりますが、

一歩出て現場基点で現場でお話ししてますか。人の心にともしびをつけるようなことを

行うために、人権交流センターができてるんでしょう。嘱託であれ臨時であれ、行動指

針、人間の指針を持ってそのように努めていますか。現場視点の基点が大事ですよと言

っています。現場基点の行いを、町長、どのように職員に指示していますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。まず、西山議員のほうから、事例の中で試験を受けなく

て云々というお話がございましたが、公務員、正職員は全て試験を受けて、一定の手順
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を踏んで採用ということであります。

それから、そうでない場合の採用あるいは職員募集も近年もずっといたしております

けれども、それにつきましても公募をかけながら、面接もしっかりと多数のメンバーで

公平性を持って、その中から適材の方に職についていただいているという状況があると

思っておりますし、私が着任をさせていただいてからそのようにさせていただいており

ますので、過去のことについてあったのかどうかわかりませんけれども、そのことにつ

きましては私のほうから一言ちょっと触れさせて述べさせていただきたいと思い、発言

をさせていただきました。

それから、現場ということについてであります。これにつきましても、議員おっしゃ

るとおりであります。私も現場の視点で、住民の視点でこのまちづくりを進めていかな

ければならないという基本的な姿勢のもとで取り組みを進めております。

先ほど、行動指針、人材育成の冊子、そうしたもので十分できるわけがないというよ

うな御発言をいただきましたけども、まずすることはしていく。そのことをもって、職

員が一つ一つの策定した方針を目を通すということであります。一人一人の心がけ、私

は資質が重要であると思っております。と同時に、就任をさせて以来よくこの議場でも

お話しさせていただきますけれども、まずは基本である明るい挨拶をするということ、

そして懇切丁寧な対応をするということ、これがまず現場、住民の方々への目線のあら

われであり基本であると思っております。

そしてこの４月、２期目の就任をさせていただきました。議員からもよく御指摘をい

ただいておりますホウレンソウというお話をたびたびいただきました。この４年間、こ

れまでの明るい挨拶、懇切丁寧な対応、それに加えて報告をするということ、連絡をす

るということ、相談をするということ、これを各課課長、管理職に徹底をし、日ごろか

らのコミュニケーション、職員との連携、つながり、自分でミスがあってもトラブルが

あっても抱え込まない、そういうことにしっかりと努めていくということをたびたびつ

なぎ、それぞれが自覚をしている今現状であると思っております。そういったことを通

じて、一人一人の職員に行動規範の問題であったりいろいろなことがしっかりと伝わっ

ていくものと信じております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 教育委員長さん、せっかく、御苦労さんです。開かれた

学校、開放保育とかやってますが、町民とはどのように教育委員会が、教育委員会の部

局もたくさん職員がおるわけですから、どのように開かれた学校づくり、開かれた保育

園づくりに取り組んでおられますか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの御質問につきましては、教育長よりお
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答えいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。学校あるいは保育園あるいは公民館というのは、もと

もと住民に開かれてなければならない施設でございます。特に学校、御存じのように、

議員御存じのように地域の皆さんにたくさん学校に来ていただくことによって、いろん

な面で御指導いただいておるというのが現状でございますし、保育園においても特に野

菜づくりやら芝の管理だったり、保護者の皆さんと協働してやっていただいておる。そ

のことが、地域との連携あるいは大山町のよさてっていうものをさらに子供たちにわか

ってもらえる一番大きな力になってくるんじゃないかなというふうに思っております。

これからも進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 公益通報者保護法、公益通報者保護法というのが平成１

８年の４月１日に法律ができておるようです。例えば、役場の職員が非違行為をしてい

る。そうすれば、役場の職員が町長こうですよ、議会さんこうですよといって通報して

も、それが守られる法律です。このような公益通報者保護法に該当するような事例はあ

ってますか。

また、非違行為の禁止というのがありますが、非違行為の禁止に当たるようなことは

職員間にはないんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） まず、公益通報保護法の関係ですけれども、公益通報保護

法は言われましたとおり平成１８年にできておりまして、これにつきましては外部の通

報窓口、それから内部の通報窓口を設けるようにということがあります。外部の通報窓

口につきましては所管の各課、それから町だけでなくて県、国もありますので、そうい

う窓口が外部の通報を受けるというような形になっておりまして、内部の通報につきま

しては教育委員会と町長部局、教育委員会部局と町長部局でそれぞれ分けておりまして、

教育委員会部局での通報につきましては学校教育課、それ以外の部局につきましては総

務課が受けるというような形で要綱をつくって対応しております。

それから、非違行為につきましては、地方公務員法第２９条第１項に違反する行為、

これを全体を非違行為といいますので、あったかどうかといいますと、今まで懲戒処分

等があった、ありましたので、ありましたというお答えになると思います。以上です。
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○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 監査委員としても代表監査と相談をして、法を守るとい

う皆さんで法を守らなかったようなことがありましたので、指摘をしておきました。法

を守り、町民のほうを向いて、自分の心と闘い合いながら公務員に選ばれたという誇り

を持って、大山町のためにせっかく公務員となって、選ばれて公務員ですから、町民を

向き、法を守り、自分とも向き合って、苦しさとも向き合って、汗を流す、足を運ぶ、

現場を知る。町長、時間がありませんので、このようなことを考えながら住民に信頼さ

れるまちをつくってほしいです。住民に信頼される職員になってほしいわけです。最後

に一言。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。ありがとうございます。そのように努めてまいります。

よろしくお願いします。

○議員（15番 西山富三郎君） 終わります。ありがとうございました。

○議長（野口 俊明君） これで西山富三郎君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１０時４０分といたします。休

憩します。

午前１０時３０分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

再開いたしますが、議員の質問者の皆さんにお願いいたします。先ほどの西山議員の

質問におきまして、後ろのほうがすごく聞こえなかったということでありますので、も

う少し、器械の音量はもう最大限にしておりますが、もうこれ以上こちらで操作ができ

ません。テレビのほうに入っておるようでありますが、この議場内の答弁者のほうに聞

こえにくいということでありますので、ひとつマイクの角度を少し、もう少し上に上げ

ていただいて、大きな声で質問をお願いしたいと思います。

それでは再開いたします。

次、８番、杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） よろしいですか。今回も通告１番でということで張り切

ってやっとったんですけど、どうも１番でなく２番ということで、２番が定席になって

おるようでございますので、ひとつよろしくお願いします。

声が小さいということでありましたので、大きな声でやりたいと思いますので、町長

あるいは教育委員長、しっかり、声は小さくていいですから、内容をしっかり御答弁の
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ほうをよろしくお願いします。

じゃあきょうは私、２問を質問させていただきます。２問目は、町長あるいは教育委

員長に質問させていただきます。

まず最初に、水害や土砂災害などの防災対策についてということで、町長にお伺いい

たします。

あらゆる自然現象は我々の生活と密接に関係し、日々の生活に彩りや恵みを与えてく

れていますが、時には、自然は時には牙をむくことがあります。

最近、地球温暖化に伴い、異常な自然現象として台風などにより集中豪雨や全国各地

で局地的に１時間に１００ミリを超えるという、本当に昔ではなかったようなゲリラ的

な豪雨も発生しております。気象庁も、豪雨などにより重大な災害が起こるおそれが高

まった場合には、今までよりランクの高い特別警戒注意の運用を始めました。

皆さんの記憶にも新しいところでは、この前、大山町では被害はありませんでしたけ

ど、大型の１８号台風で京都、滋賀、福井に特別警戒が運用後初めて発せられました。

少し前、７月には県内各地や島根県において短時間で猛烈な記録的な雨量が観測され、

大きな被害をもたらしています。

本町にも多くの河川があります。氾濫による浸水や山崩れなどの土砂災害が予想され

ます。地域を脅かす水害や土砂災害から町民の生命と暮らしを守り、大規模な災害が発

生しても被害が最小限に食いとめるための総合的な取り組みが必要であります。住民が

安心安全で暮らせるまちとして、地域防災の充実や非常用資材及び食糧の適正な備蓄、

管理や安全な場所への避難誘導をするためのハザードマップを整備し、あわせて被害に

遭いにくい地域づくりのソフト面などの対策をさらに強化してはどうでしょうか、町長

の御所見をお伺いいたします。以上です。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。杉谷議員の１点目の質問でございます。水害や土砂災害

などの防災対策についてということにつきましてお答えをさせていただきます。

まず、議員が述べられましたように近年異常気象が続いておりまして、本町におきま

しても平成２２年度の正月の大雪、２３年度の台風災害など大きな被害を受けていると

ころであります。昨年も春の低気圧により農作物に大きな被害を受け、ことしになりま

しても７月そして８月と雨により道路や農作物に大きな被害を受けたということは、議

員も御周知のとおりでございます。最近の傾向といたしまして、大雪、大雨、雷、竜巻

といった異常気象が局地的に発生をするため、事前に予測することが非常に困難な傾向

となってきております。ことしも７月から８月にかけて局地的な集中豪雨が全国各地で

頻発しておりますが、７月１５日の豪雨は大山で最大１時間降水量が６８．５ミリと、

これまでの記録の中で２番目の数値となっておりまして、米子でも６６．５ミリと観測
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史上最大の記録となっております。このような豪雨が長時間続きますと、土砂災害や河

川の増水が予想されますので、早目な対応が必要とされると考えております。

本町では平成２０年に大山町防災マップを作成をし、風水害、土砂災害や地震に対す

る対応するための情報、また自主防災組織の必要性、災害要援護者への対応などについ

てお知らせをいたしております。

また、この防災マップには、本町の避難所や官公庁、各地区の土砂災害警戒区域の情

報も記載しているところであります。昨年度は東日本での地震、それに伴う津波被害を

教訓に、鳥取県の津波対策検討委員会で作成をされました津波被害の想定をもとに大山

町の津波ハザードマップを作成し、配布いたしたところであります。また、町内の沿岸

部の防災無線が聞き取りにくい区域に屋外スピーカーを増設をして、津波などの発生に

迅速かつ確実に防災情報を伝達できるようにいたしたところであります。

土砂災害につきましてのハザードマップもあわせて作成をする予定でございましたけ

れども、現在、鳥取県において土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の見直しが進

められており、本町におきましてもその見直しにあわせて土砂災害のハザードマップと

平成２０年に作成をいたしました防災マップの見直しをしたものを作成をし、今後、全

戸に配布する予定といたしているところであります。

地域防災を充実していくための地域防災計画に基づき、食糧の備蓄など進めていると

ころではございますが、町で備蓄できるものにも限りがございます。県内、県外の自治

体との協定や民間事業者との協力協定などにより、災害時への対応に努めているところ

であります。

また、総合防災訓練の実施や消防団の充実などにも努めてまいりたいと思いますが、

非常時には地域での協力が必要となります。また、家庭などにおいてもふだんから防災

に関して話し合いを行うなど、関心を高めていくということが重要であると考えており

ます。今後ともこの自主防災組織の育成を図るとともに、広報により防災に関する情報

を提供してまいりたいと考えております。

以上で質問にかえさせていただきます。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 町長、いろいろるる御説明いただきました。そこで、い

ろいろお尋ねしたいと思います。

まず、集落の自主防災組織は約６０％ぐらいということを聞いておりますけど、それ

は先ほど町長からの話もありましたように、地域住民との協力のもとに防災というのは

やっていくんだというお話もありました。ということになれば、これをぜひ６０と言わ

ず１００％を達成するような、そういうような対策は今どのように考えておられるのか

お尋ねいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。
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○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。杉谷議員より、自主防災組織の今後の取り組みというこ

と、各集落のほうでの取り組みの拡充ということについての御質問であります。

以前から自主防災組織の立ち上げ、取り組みということについては、行政として推進

をしてきた経過があります。数年前に８０ぐらいだったと思いますけれども、そこの辺

からなかなか数がふえていかないという現状がございました。そういった現状を踏まえ

て推進を図っていくということの中で、特に自主防災組織を立ち上げていただいた集落、

それにつきましての消防活動、備品であったり消火栓であったりホースであったり、い

ろいろな購入が村のほうでもあるわけでございますけども、その補助率を上げていくと

いう手だてをさせていただいた経過があります。そういったことも踏まえて、現在１０

８に至ってきたのかなと思っているところであります。そうした状況もさらに区長会等

々を通じて広報させていただきながら、全ての集落でそうした消火栓からの対応します

ホースであったりとかいろいろな備品の購入等も随時されていく経過もありますので、

この自主防災組織の立ち上げと絡めながら有効な補助事業、助成制度を活用していただ

くということでさらに推進を図っていきたいというぐあいに思っております。

特に自分たちの住んでいる村をどうするかということでありますので、広報活動を通

じて集落のほうでお互いに助け合いということの自覚をさらに啓発活動を進めていく中

で、取り組みをふやしていただきたいなと思っているところであります。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 区長会等でやって、なかなか部落の皆さんの同意は得て

ないというようなことがありましたけど、このごろの災害を見ておると本当にすごいな

というふうに思うわけでして、火災だけではなくしてやっぱり水害等含めて地域で地域

防災というのを、もういろんなことで啓発を図りながらしっかり町のほうからも集落の

ほうに話をしていただきたいなというふうに思います。

そこで、次に移ります。非常用資材や非常食がどのようなものが、さっき町長はそう

たくさんはありませんよとおっしゃったんですけど、どのようなものがあるでしょうか、

大山町では。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 非常食として用意しておりますのは乾パン等保存食という

ことで、それから災害時要援護者の保存食ということでアルファ米の米がゆ、粉ミルク、

それから保存水ペットボトル、このようなものを用意しております。
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それから、民間の団体と、町がなかなか全部用意するというわけにいきませんので、

民間の団体５団体と協定を結んでおりまして、災害時にはそこから必要な物資を供給し

ていただくというような協定を結んでおります。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） その非常食というのはよく理解しました。

例えば、その毛布とかあるいは乾電池とか、そういうのはこの災害ということでは備

蓄ということはないでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 保存食以外にも備品を用意して、備品じゃなくていろいろ

用品は用意しておりまして、哺乳瓶、トイレットペーパー、生理用品、簡易トイレ、毛

布、紙おむつですね、それから救急医療セット、懐中電灯、ラジオ、乾電池、防水シー

ト、ロープ等々、一応救急で使うようなものにつきましては備蓄をしておるという状況

です。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 聞くところによると、その備蓄が大山町では３カ所、本

庁、各支所、大山、中山ということであるように聞いております。災害はどこで起こる

かわかりません。この間、テレビなんかを見ておると、どこまでが道でどこまでが川だ

かという境目もわかりません。災害はこの場所しか起こらんというやなことがあったな

らそれは３カ所でいいんですけど、もっと細かく、あるいは公民館やらそれからこのご

ろのまちづくり拠点の施設の分散化ということは考えはありませんでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。質問の内容ですけども、備蓄の場所としての位置づけと

いうことでございますね。はい。

今の現状は担当のほうから述べたところでありますけれども、今現在、まちづくり地

区会議のほうでいろいろ協議検討していただく中で、そういったことについても話を出

していただいたり検討したりというような話題が出ている場面もございます。そうした

状況も踏まえながら、今後検討していく必要があるのかなと思っているところでござい

ます。

ただ、やはりそれにしても限り、限度はあるわけでございますので、やはりみずから
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の命、家庭はみずからが守っていくという基本的な考え方のもとの中で、まずは家庭で

それぞれ必要なものについては確保していただく、準備していただくということが基本

であるというぐあいに考えております。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 確かにですね、災害ちゅうのはですね、本当にみずから

が考え、家庭でも考えていかにゃいけん。これは大きな問題。何にもかんにも町のほう

に頼るではなくして、それはもう基本だということはもうよく私も理解しております。

ただ、せっかくあるもんをただ１カ所や２カ所に置くんじゃなくして、そういう方向

にですね、細かく分散していくということも大事ではないかなというふうに思います。

今、町長もまちづくり、そういうことのところでも今後、数には限りあるんだけども、

そういうところにも分散化していきたいというやなお話を聞きましたので、次に移りま

す。

それで非常食の乾パンとか水とか、こういうのには普通賞味期限ちゅうか期限が切れ

たというような、そういうのは半永久的にもつものか、それとも何年かにそれを更新ち

ゅうか、していかなならんという、そのあたりはどうなんでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 保存食といいましても、通常の食糧よりはかなり保存がき

きますが、永久にもつものではございませんので、それにつきましては毎年の総合防災

訓練等で使用したりしますので、適宜古いものを使ったりしながら更新しているという

ことはあります。

それから、最近は東日本の大震災等もありましたので、そういうときにこちらのほう

から送ったりしておりますので、そういうところで入れかわっているところもございま

す。ですので保存年限、ほかの物品にしてもいつまでももつものではございませんので、

更新が必要になるということになると思います。

そのために、なかなか町としても全ての住民の方に対応できるほどのものというのは

ございませんので、初動の二、三日をある程度もたすということと、それ以上につきま

しては、日本全体が一気に災害になれば別ですけども、ほかの地区からの援助というの

もございますので、先ほど言いましたような他の自治体や民間との協定で必要な物資を

いただくというような形で対応するということになると思います。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。
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○議員（８番 杉谷 洋一君） そういう訓練等でしっかり使っていただいたり、またよ

その他府県で何かそういう災害があったときには、ぜひそういうもんも利用していただ

きたいなというふうに思いますし、また小学校なんかでも防災訓練なんかやっておりま

すけども、そういう中でもそういうのを使って、子供たちに防災の意識というものを持

ついうことは、子供がしっかり持ついうことは親もしっかりせないけんちゅうことにな

るわけですので、しっかりその辺は今後いい対応をしていただきたいというふうに思い

ます。

そこで、例えばその大雨特別警戒が気象庁から発せられたときは、本町の伝達システ

ムはどのようなことが今考えておられるかお聞きいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。まず、警戒対策の本部の立ち上げということがあります

けれども、手順等について詳しく担当のほうよりお答えをさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 災害時の対応ですけれども、防災計画によりまして警報、

済みません、注意報の段階から段階を追って体制を整えていくということになると思い

ます。

特別警報が出たときの対応ですけれども、これにつきましては通常の災害時も防災無

線で注意を促しておりますけれども、防災無線で呼びかけをする、それからテレビ等の

テロップを流すとか、そういうような町のほうで通常行っておりますような形で町民の

方にお知らせするという形になると思います。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） テレビ等でというお話もありました。災害ちゅうのは停

電になったりということで、防災無線の場合は乾電池がきちっとなっておれば聞こえる

わけでして、恥ずかしながら私もこの質問をするに当たってうちの防災無線の電池はど

うなのかなということでこの間点検したばかりですので、そういう方もおられるかと思

いますので、その点検についてはまたいろんなところで広報していただければなという

ふうに思うところであります。

それから、水害などが発生したとき、各集落では集落の経路、避難場所というのはあ

るわけですけど、地域として大山だあるいは所子だといった場合、一つの例としてどう

いうところに避難というのはそのマップでは示されておるんでしょうか。お願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。災害時の避難場所ということについての御質問かと存じ
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ます。担当のほうから述べさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 避難場所という御質問ですけれども、先ほど町長が答弁し

た中にも防災マップをお配りしているということを述べましたけれども、こういう防災

ガイドマップというものをつくっておりまして、この中に各地区の避難所が載っており

ますので、こういうもので見ていただければ、確認していただければと思います。

通常の場合ですね、台風等で避難所をあける場合がございますが、全部一斉にあける

わけではございませんので、大きいところを何カ所かあけるとか、適宜対応していくと

いう形になります。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 次の質問です。水防訓練とありますよね。火災訓練ちゅ

うのはよくサイレンが鳴ってちょこちょこあるわけですけど、この水防訓練については

本町ではどのような訓練をされているのか、お願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） はい。水防ということで限ってはやっておりませんけれど

も、今年度も行いますが、大雨に伴う土砂災害という対応ということで、今回２回目に

なります。以前も中山地区でやっております。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） たしか坊領地区でも何年か前に行われました。最近は火

事もそうなんですけど、この水防訓練というのがですね、本当に大事ではないかなとい

うふうに思いますので、もっともっときめ細かくその訓練をやっていただければなとい

うふうに思います。

そこで、次にですね、豪雨のときですね、各河川の水量の把握はできているのか。ど

れだけになったらこの水位は危ないぞとかいうことはどうなんでしょうか。本町の場合、

二級河川で阿弥陀川あるいは甲川あるわけでして、準用河川においても江東川、坊領川、

名和川とか宮川とか、あるいは下市川、たくさんあります。川の雑草や雑木も相当生え

ております。このこれで集中豪雨によって橋桁にこれがひっかかって、せきとめて氾濫

で被害が大きくなることも予想されます。

この間、皆さんも御承知の風光明媚な京都嵐山の桂川の渡月橋、私、見ているだけで
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も寒けがしましたし、当然旅館の中からボートで脱出するという人もおられました。当

然、すごいなと思ってびっくりされたと思うんですけど、そこにその水が引いた後にも

小さな草とか流木の小さいのがひっかかっておりました。そういう大きな流木がひっか

かったときには、あるいは橋が流れてしまえばそれでいいですけど、またそこがせきと

まってダム化して、さらにそれが下流域のところに広がっていくというのを心配するわ

けなんですけど、その本町での川の雑木の除伐作業対策というのは本町はどのように考

えておられるのか、お尋ねいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。川の警戒水位ということも含める中で、中に生えており

ます木の除伐ということがどうかということであります。

それぞれの管理する川、関係もあります。担当課のほうからも述べさせていただきた

いと思いますけれども、特にことしもありました豪雨の中で、特に一の谷のほうでもそ

ういったところがありまして、担当課のほうで対応したということもあっております。

詳しいところを担当のほうから述べさせていただきます。

○建設課長（野坂 友晴君） 議長、建設課長。

○議長（野口 俊明君） 野坂建設課長。

○建設課長（野坂 友晴君） はい。ただいまの御質問にお答えいたします。

先ほど町長が申しましたが、川につきましてはそれぞれ管理者がございます。この豪

雨に限らず、議員も感じておられるとおり河川内には通常から草ならずも木まで生えて

いる状況でございます。これにつきましては、町内の二級河川につきましては鳥取県に

対して毎年除去につきましてお願いしているところであり、また先ほどの話にございま

した流木がひっかかったりという場合には、その都度対応していただくというぐあいに

考えておるところでございます。以上です。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 前にもこの質問はしたわけですけど、確かに川の中に雑

木が、だんだんだんだん木も大きくなってきます。ぜひ早急に県などに強くお願いして、

除伐なりをひとつ対策を講じていただきたいなというふうに思います。

そこで、次に２問目の質問に移らせていただきます。

次の質問は、磯焼け対策についてということでございます。

最近、日本各地でワカメやさまざまな海藻が減少して不毛の状態になっています。海

の砂漠化現象である磯焼けが発生して、重大な海の環境問題となっております。海藻は

太陽の光と魚介類から排出される二酸化炭素や水を利用して、酸素、でん粉などの炭水

化物を光合成を行いエネルギーとして酸素を海中に放出しています。海岸に生息する海

藻や植物プランクトンによって、地球酸素の３分の２がつくられております。面積当た
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りの光合成産量は熱帯雨林にも匹敵すると言われております。

また、海藻や植物プランクトンは植物連鎖を通して魚介類などの海洋生物の欠かせな

いエネルギー源となり、磯焼けが発生し、海藻が減少することにより魚介類は寄りつか

なくなり、海洋生物の生態系のバランスが崩れ、したがって海藻は海の生態系の中にお

いて私は最も重要な位置づけ、存在として位置づけられております。

磯焼けの原因は、河川からの土砂あるいは汚染水の流入や地球温暖化による海水温の

上昇や海流、気候の変化などさまざまな説があります。かつて水産大国であった日本の

漁場を復活させるためにも、藻場を取り戻そうとする動きが全国各地で見られるように

なってきています。

また、海の環境教育の一環として、小学校とＰＴＡあるいは地域が一緒になって藻場

の再生、保全活動に取り組んでいるまちもあります。

海の環境汚染や砂漠化現象の問題は軽視されがちでありますが、海藻による海を浄化

させる能力は陸上植物と同等、またはそれ以上と言われています。

本町町長は、日ごろから大山の自然の恵みを受けた農林水産物のまちとしてというや

な発言をされておりますが、磯焼け対策についての町長の御所見をお伺いいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。杉谷議員の２点目の質問であります磯焼け対策について

お答えをいたしたいと存じます。

御指摘のとおり、全国的には太平洋沿岸を中心に一部の地域で磯焼けが発生をしてお

り、藻場の衰退が進行している現状にございます。

県内におきましては、磯焼けの報告はまだございませんが、アンケート結果、これは

平成２４年度県栽培漁業協会、１７の漁協の支所が対象になっているようでありますけ

れども、これのアンケートによりますと１０年前に比べ藻場が減少しているとの回答が

８５％に上がっているところであります。その要因として考えられますのが、海水温の

上昇やアイゴやウニなどの食害、土砂の堆積など複数の要因が考えられています。

本町におきましても、近年、一部の地域でサザエが減ったなどの声が聞かれていると

ころでございまして、サザエやアワビの種苗放流支援と並行して藻場の造成の取り組み

が必要と考えているところであります。

また、磯焼けは一旦発生をいたしますと藻場が回復するまでに長い年月を要すること

から、早い時期からの対策が重要と考えております。

町内の漁協では、県の支援を得て平成２０年から海藻、アラメあるいはクロメなどの

試験造成の取り組みを始めております。また、今年度から３年間の計画で国の支援を受

けて、水産多面的機能発揮対策事業として各漁協とも藻場造成の取り組みを実施いたす

ところであります。町といたしましても、各漁協のこの取り組みに対して栽培漁業セン
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ターなど関係機関と連携をして磯焼け発生の防止に向けた取り組みを強化をし、また藻

場の造成、再生など資源豊かな海づくりを推進してまいりたいと存じます。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの磯焼け対策につきましての杉谷議員さんの御

質問に、教育委員会からも少しお答えをさせていただきます。

環境教育の一環として、藻場の再生保全に取り組んでいる地域もあるということです

が、大山町におきましてはとりわけその藻場や海の再生についてというわけではありま

せんが、各学校でそれぞれの地域にその立地の自然環境や資源を考えながら、発達の段

階に応じた環境教育というものに取り組んでおります。

その中で、海岸の清掃活動に取り組んでいる学校もございますが、具体的に藻場の再

生保全活動といった取り組みにつきましては現在行っておりませんし、また今のところ

特段に考えてはおりません。以上でございます。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 町長は選挙公約の中でも、このような中でも海、磯焼け

対策モデル事業を実施しますということでおっしゃっておりますし、先ほどもいろんな

補助事業等でやるというお話でございました。

海に潜っておられる人から聞くと、本当にさっきありましたように１０年前から本当

に海が砂漠化、本当に砂漠化になってはないんだけど、大分もう傷んで弱って、今ここ

で対策を講じなければ本当に砂漠化になってしまってからでは、本当にもう再生不可能

というような声を聞きます。そういうことで、ぜひこのいろんな、町長もその事業に対

して土をつくって種をまいてと、そういうこともですけど、海の場合も全く一緒なんで

すので、しっかりこの対策に、事業に取り組んでいただきたいというふうに思います。

それで、次に先ほど教育委員長からお話もお伺いしました。きれいな海を取り戻そう

とする運動は、大分県の佐伯市の名護屋小学校で、このところ佐伯市というのは「釣り

バカ」でもロケ地になったところです。豊かな海を取り戻そうという幼いころから体験

を通して、そういう体験の中で藻場づくりをして、みんなで海を大事に育てていこうと

いう学校であります。今、大山町としてもそういうことはやってないけど、海を大切に

しようとかしっかり守っていこうというやな方向は示されたのですけども、そういうの

を学校の授業ではなくして、一つの課外授業というやな形で取り組んでいただければあ

りがたい。子供たちに海の中へ潜ってまでとは言いませんけども、そういうのを一緒に

漁業者の皆さんと藻場をつくったりということはお考えはないでしょうか。さらにその
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ことをもう一つお尋ねいたします。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの大分県の佐伯市の名護屋小学校ではないかと

いうふうに思いますが、あそこも本当に海のもうすぐそばということで、現在、海岸の

清掃活動をしている学校というのは名和小学校がありまして、やはり光徳小学校からの

流れではないかなというふうに、この学校の立地のことでやはり環境教育は随分大きな

部分を占めておりますので、大山の場合は豊かな大山、森の恵み、川の恵み、そして海

の恵みといったことをそれぞれやっております。

今のところはその清掃活動ということで、それを一歩踏み込んで、さらにこの名護屋

小学校が取り組んでいるところの積極的に藻を種を植えつけて、それを海に持っていっ

て放流するというようなところまで大山町の小学校で行えるのかというと、それはちょ

っと私では答えにくいところがございますので、教育長より補足をいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 今、教育委員長さんが答弁されたとおりだと思いますので、

ですけれども、一つ、その海てっていうのは環境の最後だろうと思うんですね、はっき

り言いまして。今、大山町のどの小学校でも、５年生ですけれどもやっておりますのは、

大山小学校のようにゼロメートルから大山のてっぺんまでてっていうだったり、中山小

学校は歩いていって大山に登るだとかいろんなこうそれぞれの特徴ある活動をしており

ますけども、そのときに必ず一木一石運動で大山に持って上がってやっぱりやっておる

ということがございます。やっぱりそういうことが一番大事なのかなという気がします

し、それからエコツーリズムで来られます畠山重篤さんなんかが「森は海の恋人」とい

う言葉がございますけれども、やっぱりそのきれいな森をつくっていくことてっていう

のが、昔「プロジェクトＸ」という番組がありまして、襟裳岬が全く不毛の地だったの

が木を植える。何年も努力されて、何十年もして豊かな海になったという例もあります

ので、やっぱり私たち大山のてっぺんからここまで海を持つ町民としては、やっぱり森

をまず大事にしていくということも大事なんではないかなという気がしております。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 確かに今教育長のおっしゃるとおり森があって川があっ

て海があるということは、このごろナラ枯れがどうだこうだかいってあるわけなんです

けど、やっぱり森というのはしっかり大事にしていかないけんということだと思います。

私も今こういうことを言ったのは、学校で教室の中で数学や算数や国語や習う。もう

それも大事かもわからんけど、やっぱりこういう体験を通して教育というのはもっとも

っと本当にみんなで考えていく教育だろうというふうに思います。算数の点がよかった
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悪かったより、やっぱり将来をしたらかえってこっちを一生懸命とか、まあこればっか

りをしたって高校入試がどうだこうだかになるわけですけど、だけどやっぱり人間をつ

くっていくにはこのあたりの物の考えちゅうのをしっかり教育していきたらいいなと思

って思うところですので、ぜひ教育の面でも、これがどうこうではなくして、一生懸命

頑張っていただきたいというふうに思います。

そこで、まだちょっと時間がありますのでちょっとお尋ねします。

大山町の海岸ではアワビやサザエの放流事業が実施されております。海藻がなくなっ

てしまうと、アワビやそれからサザエが育たなくなる。例えば、これは私がしたわけじ

ゃないです、アワビ１キロふやそうと思えば海藻が１５キロ必要と言われておるわけで

す。それだけに、えさとなる海藻は豊富でなければなりません。稚苗を放流して、大山

町もやっておるわけなんですけど、幾らこれやってもやっぱりそのあたりのことをしっ

かりやっていかにゃ育ってはいかんではないかなというふうに思います。育っていかん

ということになると、漁業者の収入減になるというふうに思うわけなんですけど、そう

いうところで磯焼け対策、町長もいろいろああだこうだか、町の事業とか国や県だとか

おっしゃいました。その私は一つの磯焼け対策として、町独自でですよ、例えばアルカ

リ性の、炭はアルカリ性ですので、そういう鉄くずとかあるいはカキ殻とか、そういう

ところを一角を利用して藻場を育てて実験的に経過監察をしてやって、やっていけたら

いいんではないかなというふうに思うわけですけど、これにも大山町もいろんな予算で

いろんなところにも予算が要りますので、環境生態保全活動事業費という、そういうの

が国もいろんな事業あるようですので、そういうのを利用して、こういうのを漁業者と

一緒に大山の藻場が再生ということで取り組んでしたらなというふうに思いますけど、

町長、そのあたりはどうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。海の関係の中から森の話をしていただきながら、今度ま

た藻場の造成というお話でございました。

町としても、本当に海は大山町にとっての財産でありますので、その海をしっかりと

守っていくという取り組みを進めております。議会のほうでも御承認をいただきました、

そして今できております地下水保全条例、これにおいても私は特に大山の豊かな、そし

て豊富な、そしてすばらしいこの地下水、これが、特に大山町は海岸線まで短いまちで

ありますので、この日本海にかなりの豊かな水が湧き出ているということであると思っ

ておりますし、漁業者の皆さんもそういった話をよくされております。大切な地下水を

しっかりと保全をして、山や大地やそして海、そうした大山の恵みを、水を生かしてい

くということでのこの意味でも、地下水保全条例、非常に意義のあるものと思っている

ところであります。

先ほど御質問いただきました藻場づくりの件でありますけれども、２０年から取り組
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みがなされております。特にテレビでも出ておって御承知かと思いますけども、淀江漁

協さんのほうの関係、平田、旧大山町のほうの関係のほうで、境総合の学校の生徒さん

のお力をいただきながら取り組んでこられた経過があっているのかなと思っております。

そうしたことも含めながら、ことし２５年度から３年間の計画で旧中山町、名和町、大

山町というそれぞれのエリアの漁協さん、支所のほうで、この藻場の造成の取り組みが

国の事業をいただきながら実施をできるということになりました。まだまだこれからの

３年間でありますので、内容等についても関係機関あるいは漁協さんといろいろ連携を

とりながら、より充実した実りのあるこの事業実施になればなと思っております。

先ほど町独自でというお話もいただいたところでありますけれども、先ほど教育長の

ほうからもございまして、気仙沼のほうの畠山さん、特にシーツーサミットあたりで海

から山というそういった視点の講演の中で、鉄のお話をよくされます。この藻場づくり

の造成事業の中で、そうしたことも今後検討していく余地があれば、あるいは関係者の

皆さんと相談をしながら、そうした取り組みも非常に魅力があるのではないかというこ

とがあれば、国の予算で十分できない場面があるとするならば議会の皆さんの御理解を

いただいて、町としてのこれと関連をしながらの取り組みもできるものなら検討してみ

たいなというような思いを持っているところであります。これからそうした関係機関、

あるいは漁協の皆さんとの協議、あるいはお話し合いの中でということになりますので、

まだはっきりこうだということは言えませんけれども、そうした思いは持っているとこ

ろであります。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 最後の質問ですけど、先ほど町長がるるいろいろ御答弁

いただきまして、大体もうよくわかっておるんですけど、最後に、またこの１つだけ質

問いたします。

また、磯焼け原因はいろいろな問題があるというのは、特定が非常に困難である。本

町だけで原因を究明したり対策を講ずることは非常に私も難しいと思います。恵まれた

海の豊かな資源を持っている本町が他町の先頭に立って藻場をふやす対策を、これは他

町ちゅうか日本全国ですよ、のことの先頭に立ってですね、県や国、水産庁に対して強

く要望してもらいたいと思いますけど、最後に町長、その思いちゅうか、決意ちゅうの

はありますか。最後の質問にさせていただきます。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。先ほど申し上げましたように、海は大山町の財産であり

ます。大山の恵みを受けて、今の豊かな海があります。

おとどしの台風１２号によって、土砂がかなり日本海に流れ出ました。名和川であっ

たり阿弥陀川であったり甲川であったり、それぞれのところから土砂がたくさん出てで
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すね、非常にその土砂が今の藻場の状況に余りいい影響を与えてないのかなと思ったり

もしているところであります。そうした経過もあります。議員おっしゃいますように、

町としてもこうした国の事業を絡めながら藻場の造成、磯焼けということについては県

のレベルでは磯焼けが県内にどんどん発生しているという認識は余りないようでありま

すけども、ただ藻場の造成、藻場が非常に傷んでいるという意味合いからすると、そこ

はそれぞれが認識をしているところでありますので、藻場造成と再生という視点の中で

取り組みを進めていけたらというぐあいに思います。今後、漁協さんとの話し合いの中

で、そうした予算的なものがもし講じてくるということになれば、また議会のほうにも

御相談させていただくということになろうかと思います。取り組みをしっかりと進めて

まいりたいと思います。以上です。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 以上で終わります。どうもありがとうございました。

○議長（野口 俊明君） これで杉谷洋一君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、７番、大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。日本共産党の大森正治です。

きょうは２問通告しております。それに従って質問をいたしたいと思います。

まず、１問目ですけども、１問目のテーマは高校生家庭への子育て支援をということ

であります。

子育てしやすい環境をつくるということは、自治体の目的であります住民福祉の増進、

そういう点からも自治体の重要な責務であると考えます。ひいてはこれが子育て支援の

施策が町内の定住あるいは移住にもつながっていくのではないかと考えられます。

現在、大山町の子育て支援事業にはいろいろありますけども、その多くは中学生まで

のものが多くて、高校生家庭に対する支援事業はほとんど見られないようであります。

子供時代の最終段階であります社会人を目前にしての高校生に対しまして、町行政とし

て経済的支援を含む何らかの支援事業を行うことは意義深いことと考えております。支

出の、何かと支出が多くなります高校生を持つ親の立場からすれば、家計の負担軽減に

なります。また、高校生本人には町行政に関心を持ってもらうよい機会にもなるからで

あります。ゼロ歳児から小⋞中学生までの子育て支援事業に加えて、高校生への子育て

支援を充実させることによって、ゼロ歳から１８歳までの子育て支援が完結することに

なります。長期展望に立てば、それは大山町への定住者の増加という効果も期待できま

す。そこで、以下の点について伺います。

一つは、高校生に対する子育て支援について、具体的な施策を何か考えていらっしゃ

るでしょうか。

２点目は、それと関連しての例えば具体的に言いますが、１点目、高校通学費の補助、

２点目として高校生への医療費助成、これは現在中学校まで行われているわけですが、

これを高校生まで広げたらどうかということですね。町単独でどうかということです。
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それから３点目、現在同和地区の高校生などに限られている進学奨励金がありますが、

これにかえて町内高校生全体を対象とする給付制の奨学金にすること、これらについて

実施する考えはないでしょうか。以上、お伺いします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。大森議員より、１点目の高校生家庭への子育て支援をと

いう御質問をいただきました。その中で、高校生に対する子育て支援について具体的な

施策を考えているか。例えば高校通学費の補助、あるいは医療費助成、また現在同和地

区の、旧同和地区の高校生などに限られている進学奨励金にかえて、町内高校生全体を

対象とする給付制奨学金にすることについての実施についての考えというような御質問

をいただきました。

町内の定住増加につながる子育て支援事業につきましては、これまでさまざまな施策

を行ってきているところでありますが、高校生、また高校生家庭に対する施策は現在行

っていないというのが町としての、単独としての施策を行っていないというのが現状で

あります。

高校生そして高校生家庭に対する支援の制度ということにつきましては、所得制限が

導入されようとしている現状ではありますが、国レベルでの高校授業料の無償化、就学

支援金支給が３年前に開始をされたところであります。町としてのさらなる上乗せの支

援につきましては、子育て対策という観点からもあわせて現時点では考えていないとい

うところであります。

また、３点にわたる具体的な提案もいただいたわけでありますが、同様にその考えを

持っていないところであります。

以上でお答えにかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの大森議員さんからの高校生に対する子育て支

援について、具体的な施策を考えているか。例えば高校通学費の補助、高校生への医療

費助成、現在旧同和地区の高校生などに限られている進学奨励金にかえて、町内高校生

全体を対象とする給付制の奨学金にすることについて実施する考えはないかの御質問に

つきまして、教育委員会としてお答えをいたします。

高校生あるいは高校生家庭に対する支援施策の考えにつきましては、先ほどの町長答

弁と同様でございます。

ただ、御提案３番目の同和地区の高校生などに限られている進学奨励金にかえて、町

内高校生全体を対象とする給付制の奨学金にすることについての御提案についてですが、
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高校生につきましては所得制限はあるものの町の進学奨励交付金の支給要件にもなって

おります県レベルの鳥取県育英奨学資金、そういう制度が設けられておりまして、その

活用が図られております。現在、町内でも利用されている御家庭がたくさんあると思い

ますが、教育委員会といたしましては今のところこの奨学資金制度を広く知っていただ

く周知徹底に努めているというところでございます。以上でございます。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。つれない答弁であったなと。至って簡潔明瞭に考

えていない、高校生への支援はしないということですが、そう断言されてしまっては困

るんですけども、そこで私がこういうふうに提言をするわけですけども、今の答弁を聞

いていて、なぜ支援できないのか。子育て支援という観点から、高校生もあっていいじ

ゃないかというふうに思う方は結構いるんじゃないかなと思うんですけども、何で中学

生まではあるけども高校生にはないのか。あっていいじゃないか。そういうふうな家庭、

親の、親御さんの声も聞いておるわけです。その理由が何なのか、できない理由が何な

のか。財政的な問題があるからなのか、あるいは何でしょうか。ちょっとようわからな

いんですけども、その辺を明らかにしてもらいながら、ちょっと具体的な点を話しなが

らまたお聞きしたいと思いますけども、具体的に私がこれはどうだということで提言し

ておりますまず１点目の通学費の補助ということですけどもね、これにつきまして高校

生を持つ家庭にとっては非常に助かるんじゃないかなというふうに思うんですけども、

高校生が現在４３５人、大山町内で本年度はいるということを聞きました。

そこで、ほとんどの高校生が米子、境港あるいは根雨でしょうか、あるいは中部の高

校のほうにも大山町から通っていると思うんですが、ちょっとこの辺がつぶさにわかり

ませんけども、大体米子が多いかなということでちょっと私も調べてみたんですが、全

ての高校生が、ほとんどですね、ほとんどの高校生がＪＲを利用していると思います。

そこで、定期代について調べてみたんですけども、６カ月定期で中山口駅を利用すると

しまして、中山中の卒業生は中山口駅を利用しようということでちょっと試算してみま

したら、約６カ月の定期代が４万円になりますね。それから、名和中の卒業生が御来屋

駅から利用したとしましたら約３万７，０００円かかります。それから大山口駅、大山

中の卒業生が大山口駅を利用するとして、これ全て米子駅までですけども、約３万円か

かるようですね。

それぞれの人数をちょっと出してみましたけども、そうしましたらこの家計への負担

ですね、年間の所得に占める通学費というのはどれぐらいあるのか。中山の生徒の家庭

の例をちょっと計算してみましたら、例えば２００万円の所得の家庭では４％の負担に

なるようですね。額にすれば大体今言ったとおりで、年間ですから８万円かかります。

それが２００万円の所得の家庭だと４％。それから、１５０万円の所得があるとする家

庭だと５．３％。大体消費税分ぐらいかかるわけですね、負担がかかります。それから
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米子に近い大山の例の場合ですけども、これが約１年間で５万６，０００円年間に定期

代がかかります。これを年間の所得の割合で計算してみますと、２００万円の所得の家

庭で大体２．８％、１５０万円の家庭で３．８％、この通学費だけで負担がかかるとい

うようなちょっと計算してみたんですけども、これは決して小さくないと思うんですよ

ね。結構な負担じゃないかなと思うんです。ですからこれへの補助、全額とまでは言い

ませんが、あれば随分助かるんじゃないかなというふうに思うんです。

では、年間のね、この必要な、もし実施するとしたら必要な補助金がどれぐらいかか

るかを、私、またこれもちょっと試算してみましたけども、私なりの試算でありますけ

ども、合計で４３５人が米子駅までを利用したとしまして、６カ月の定期代が約１，５

００万円かかるようです。そうすると、年間で全額３，０００万円必要になります。ま

あ全額とまで言わなくても半額でも１，５００万円、３分の１だと１，０００万円の補

助金がかかるということです。それだけの財政出動が必要なんですが、これが大きい少

ないはそれぞれの考え方の違いにもよると思いますが、やはり子育ての観点から考えた

ときに、これは必要なというか出してもいい額ではないかと、補助金ではないかという

ふうに思うんですが、これ町長に答えてもらったがいいのか教育委員長がいいのかよく

わかりませんが、どちらにもちょっと答えてみてもらえませんか。教育委員長は教育の

観点から、子育ての観点から、町長は財政的な面からどう考えられるのかお伺いしたい

と思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。大森議員の質問をいただきました。非常に数字をいろい

ろと計算をされたりということの中で思いは感じるところではありますけれども、冒頭

になぜできないのかというようなお話がございました。いろいろな施策等につきまして、

国レベルでもいろいろな支援策を講じてきております。その中で、３年前にこの高校生

に対しての支援策というものも出てきた経過があります。そうした状況の中で、いろい

ろな求められるニーズはあろうと思いますけども、国もそうした一歩を踏み込みながら、

限られた施策ということであります。

いろいろなニーズに対して求められることだと思いますけども、ないよりもそれはあ

ったほうがいいというぐあいには思いますけれども、やはり施策を進めていく中では選

択をしながら、あるいは必要に応じて集中をして取り組んでいくということが施策であ

ろうと思っております。そういう意味合いで、冒頭にも答弁で答えさせていただきまし

たように、国レベルにおいてこれまで全くなかった高校生に対する支援策が出ている現

状でありますので、町としてはそれへさらに上乗せをしていくという考えはないという

ところで、冒頭のお答えを出させていただいているところであります。よろしくお願い

申し上げたいと思います。議員の思いは思いとして受けとめさせていただきたいと思い

ます。
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○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの大森議員の質問でございますが、本当

に私も今の町長のお答えと同じ思いでございます。ぜひ通学費を補助してあげられたら

いいなと。今、大森議員さんたくさん調べていただきましたけど、これはＪＲであって、

実はもうＪＲに行くまでのバスの人、あるいはもうバスの便もないし、バスの定期代も

非常にばかにならないということで家庭から送っていかれているおうち。それからまた

自転車で頑張って通っている、駅まで自転車で頑張って通っておられる家庭もさまざま

あります。通学費の補助という予算の枠が本当にできるのか。また、もしそういう可能

性がいささかでもあったときにどのようにそういったものを算出していくのか、非常に

困難な問題があると思います。教育長よりちょっと補足をしていただきます。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。町長が答弁したとおりの思いです。そのやっぱり戦後

６８年になりますけれども、ずっとこういった形でやってきまして、ようやく国が幼児

教育やらあるいは高校生に目を向けてくれたということだろうと思いますし、教育委員

会といたしましては、やっぱり義務教育でないということが一つの一番大きなことだろ

うと思っております。

１つだけ、委員長が言いましたようにバスのことがありましたので、ここの議員の皆

さんの中でもやっぱり公共交通を守っていくためには乗っていかなきゃいけないという

形で、非常に努力されておる方がたくさんおられます。特に大山地区にはおられます。

９月の１０日に、私は青少年育成町民会議で、この議員の皆さんの中でもお世話になっ

ている方もおられると思いますけれども、更生保護婦人会の皆さんだったり公共交通を

使う皆さんだったり、今まで挨拶運動を、高校生マナーアップ運動をやってまいりまし

た。そのときに、大山口の駅で７時２２分と７時４７分が米子行きに２本あります。そ

れから、７時３１分が鳥取行きがあります。今まではですね、こういう大人が変われば

子供も変わる運動実施中の大山町町民、青少年育成町民会議の実施を配りながら挨拶運

動をやってきたわけです。９月１０日にびっくりしたことはですね、上からバスが２本

おりてきます。それから、あっちの今津のほうから１本やってきます。そのバスにです

ね、高校生が一人も乗っておらん。これは衝撃でした、正直言いまして。今まではそれ

でも１人とかですね、２人とか乗っておったですけれども、それを見たときにもう全て

送ってもらって、奥のほうからは送ってもらっておられるというのが現状だというふう

に思います。

いろんな形で援助を、通学費の援助ができれば一番いいわけですけれども、継続的な

問題とか過去ずっとやってきて、その中でも皆さん頑張っていただいてやってこられた

という現状がありますので、今のところ通学費の補助というのは考えておりません。以
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上です。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） ７番、大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） ちょっと論点がずれてきているように思うんですけども、

町長が言われた国レベルでは高校生の授業料の無償化、授業料不徴収ということですが、

これはこれで別個だと思うんですよ。教育の無償化ということはもう世界的な流れで、

日本はいかにおくれているかということがよく言われているんですけども、教育にかけ

る、関するお金ですね、これがＯＥＣＤの中では最下位だと。これだけの経済大国であ

りながら最下位という教育貧困国と言ってもいいと思うんですが、そういう中でやっと

動き出したということは評価されるわけですが、これは教育の無償化ということが国を

挙げて行わなければならない、そういうことだと思うんです。

それから、教育委員長さん、それから教育長さんおっしゃったそのバスのこと、これ

はいいんですよ、置いといて。私がこのＪＲの通学費の補助を言いましたのは、どの高

校生にも、どの高校生の家庭へも公平に補助ができるから。バスは名和や中山地区は使

っていない家庭が、全部ですね、使ってませんよね。何らかの形で駅まで行ってると思

うんですけども、大山だけがバスと。バス代までは言いませんよ、不公平感があります

から。ですからどの生徒、家庭にも適用されるこのＪＲの補助金が出せないだろうかと

いうことを提言しているわけであります。その観点で答弁願いたいんですが、これはっ

きり言って、町長、はっきり言ってほしいんですよ。施策は選択が必要だという言い方

をされましたけども、財政的な面ですか。これが無理なんですか。はっきりちょっと答

えてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。財政的なことということに限らないと思っております。

当然財政的な、財政が伴うことでありますので、それは財政を伴うこの施策をするとい

うことについては継続的に必要になってくるということであろうと思っておりますけど

も、町としての施策、これは単町を求めておられる提案だと思っておりますので、単町

としての考え方というぐあいに思っておりますけども、いろいろな施策を講じてきてお

ります。

中学生におきましても、今、高校生のお話はしておられますけども、本当に中学生の

医療関係、県が取り組んできます前の年から町としての子育て支援策としての取り組み

をさせてもらったりしております。いろいろな町としての施策を講じさせていただく中

で、今日子育て支援策も出させてもらっております。その中で、先ほど申し上げました

ようにいろいろな求められる施策はありますけども、その中から選択をしながら施策は

講じていかなければならないと思っております。その意味合いで、取り組んでいく、今

の段階で取り組んでいくこの高校生に対する支援ではないというぐあいに私は判断して
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おるところであります。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） まだいいですか、昼になりましたけど。

○議長（野口 俊明君） はい、この１問目が終わるまでは続けていきたいと思います。

○議員（７番 大森 正治君） そうですか、もうちょっと私かかるんですけども、大丈

夫ですか。

○議長（野口 俊明君） はい、どうぞ。

○議員（７番 大森 正治君） そうですか。はい。

町長ね、財政面だけではないとおっしゃいましたけども、これ子育て支援という観点

で言ってるということはよくわかっていらっしゃると思うんですが、その観点でいかに

これを施策として行った場合に家庭は負担軽減になって助かるかという面があると思う

んで、やっぱり検討するぐらいのことは言ってほしかったなと思うんですが、それさえ

もないので非常に残念なんですけども、検討までいかなくても考えてみたいと。今後長

い目で考えてみたいというぐらいはあってもいいかなと思ったんですけどもね。

全国はやっぱり広いもんで、かなりあるんですよね。具体的に言いませんので、それ

らも調べてもらいながら検討していただきたいと思うんです。

それからね、２つ目のね、医療費についてですけども、中学校まで今無料になってま

すが、これも大山町も県に先駆けて実施されていた。そこに県も実施されるということ

で、２分の１補助ということでやっていらっしゃるわけですが、これがやっぱりその高

校生まで広げるというのは大きな意義があると思うんですよね。子育てという支援から

考えて。財政的には、私はそんなに大きな負担はないと思うんです。そんなに医療に、

病院にかかるということが高校生になりますとないじゃないかなということが予想され

ますので、このあたり、もし、高校生はどの程度かわかりませんが４３５人おって全員

がかかるわけではありませんので、高校生１００人ぐらいがかかったとして、どれぐら

いのこの助成費がかかるのか。これ単町事業になるわけですけども、そういう試算はさ

れなかっでしょうか。担当課、もしそういう大ざっぱな試算でもいいですからありまし

たら答えてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） ただいまの大森議員の質問にお答えさせていただきま

す。

平成２３年度に特別医療費の助成が小⋞中学生に拡大される際に、県が大山町の中学
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生医療分として試算した額があります。同じ３年間ということでこれも高校生に当ては

まると思いますが、そのときに算出した額は約６６０万円でございます。この方が全部

申請されるかどうかわかりませんが、過去の実績が約７０％でしたので、その６６０万

の７０％としても約４５０万費用がかかるというふうに試算した経緯がございます。以

上です。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。今の試算からも、それほどの大きな負担ではない

ですよね。財政面からいったら。やっぱりまずこれが一番大きな考える上で大切になっ

てくるんじゃないかなと思うんですけども、高校生どれぐらいかかるかわかりませんけ

ども、病院のほうにね、私は４５０万円もかからんじゃないかなという気もします。そ

の財政面から考えたら、本当に病気になったりけがしてかかった生徒、親にとっては、

ああ、大山町は本当にいいことをしてくださってるなということで、これ喜ばれると思

うんですよね。その喜ばれることが町政への信頼にもつながるし、初めにも言いました

ように大山町を愛する気持ち、そして将来大山町にずっととどまりたい、出てもまた帰

ってきたい、そういうところにもつながるという可能性は期待できるわけですよね。そ

ういう面で、せめてこれも検討してみたいという気持ちはないのかどうなのか、再度お

伺いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。大森議員のほうから熱い思いの中でたびたびの質問をい

ただくところでありますけれども、喜ばれる施策ということでさまざまな提案、御意見

をいただくところでありますけれども、医療費ということの中では、最近では脳ドック、

この取り組みもスタートした経過があります。これは医療費ではあります、関連であり

ます。以前から他町と比べて脳ドックあるいは人間ドック、そうした取り組みもしてい

るところであります。いろいろな施策はテーマとしてあるわけでございますけれども、

先ほど申し上げましたようにさまざまな取り組みを考えていく中で、高校生への支援、

国レベルの現在の状況、これで今ある制度の上乗せということについては考えていない

という冒頭のお答えの繰り返しになります。よろしくお願い申し上げます。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 一旦しないと答えたら、検討するということまではここ

でも言えないということかもしれませんので、内心では検討してみようかなと思ってい

らっしゃるということを期待しながら、もう１点目ですけどね、奨学金のこと、給付制

の奨学金のことです。これについても、とてもそげなことはできんという答えが返って

くることはわかってますので深くは言いませんが、これね、就学困難な家庭へ、特別な
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家庭だけではなくて、私が今言いたいのは旧同和地区の家庭、これも必要でしょう。そ

こだけではなくて、やはり就学困難な家庭というのは全町的にあるわけですから、これ

をもっと広げる。どこの家庭にも就学困難な生徒への家庭には給付制の奨学金を考えて

みたらどうかということなんですよ。現にやってるところが全国ありますし、県内にも

あるんですよね。それを調べられてはいらっしゃると思うんですが、この近くの琴浦町、

若桜町あるいは江府町、３町は給付制なんですよ、貸与ではなくてね。貸与もしていら

っしゃるところはほかにも５町、５市町村ですか、あるんですけどもね。やっぱりここ

らは子育て支援ということが大いにあるんじゃないでしょうかね。そういうことも勘案

しながら、ぜひこの給付制奨学金ということも検討してみていただければというふうに

思うんです。

それ何で私がこの子育て支援ということで言うかいいますと、もう一度言いたいと思

うんですが、今、本当に二極化が進んでいるということをしばらくもうずっと言われて

いますけども、いわゆる１％か９９％かということで言われていますけども、９９％の

その国民というのは所得がずっと減ってきています。御承知のとおりだと思いますけど

も。そして、規制緩和で不安定な雇用が続いております。そういう中で貧困と格差がず

っと広がっているわけですが、これがね、今後さらに広がる可能性を持ってるわけです。

いろんな負担がふえるという点から見ても。例えば、消費税増税が待ってますよね。こ

うなったら、本当に大変な家庭がもっとふえてくると思うんです。そうすると貧困と格

差、さらに拡大するだろうというふうに私はちょっと非常に心配しているわけですが、

ぞっとするわけですけども、こういう貧困と格差をね、解消する、少しでも解消すると

いう観点からも、そういう視点からもきょう提言させていただいたことは必要な施策だ

し、町民の皆さんに喜んでいただける施策でないかというふうに思うんです。

住民のね、この生活を支援するこういう施策こそ、今、自治体に求められているので

はないかというふうに思いますが、この１問目の最後にその点での町長の所見、お聞き

したいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。教育委員会でなくて私のほうにということでありますの

でお答えをさせていただきますが、奨学金の関係、給付、貸与という話がありました。

私も若いときには、学生のときに奨学金、育成会の奨学金をお借りした経過があります。

借りたものはお返しをするということの中でありますけれども、そうした制度はやはり

借りた者にとっての責任感、あるいはこれから社会に出てからの返していくという心構

え、そうしたものがあって、それは非常に意義のあるものだと私は思っております。

各ほかのほうでも給付という制度があるということではありますけれども、現状、先

ほど教育委員長のほうからもございましたように、県のありますところの育成、育英奨

学資金の制度、これの活用ということを進めていくと。今ある制度を活用していただく
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ということでお願いしたいなというぐあいに思っているところであります。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。１問目は一応以上で終わりますので、休憩されま

すか。

○議長（野口 俊明君） はい。

そういたしますと、これから休憩いたします。再開は午後１時といたします。休憩し

ます。

午後０時１１分休憩

午後１時００分再開

○議長（野口 俊明君） 午前中に引き続き一般質問を再開いたします。

引き続き７番、大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい、議長。第２問目に行きたいと思います。

２問目のテーマは税と社会保障の一体改革を問うということで、国政問題じゃないか

と、おまえ国会議員に出えだかなんていうやゆする議員もおられましたが、なぜ私がこ

こで取り上げるかといいますと、もう御承知のとおりで国政問題はもう本当に町政にも

直結する、住民にもすぐに影響する問題であるから取り上げるのでありますので、全く

別個な問題ではありません。そういう点で、町長のお考えをただしたいと思います。

民主党、自民党、公明党の３党合意に基づきまして、昨年８月に成立した社会保障制

度改革推進法、これによって社会保障制度改革国民会議が設置されました。その国民会

議が、先月の６日、安倍首相に報告書を提出しました。その概要というのは、次のよう

な内容であります。

１点目が医療分野で、７０歳から７４歳の治療費の窓口負担は現在１割でありますけ

ども、これを新たに７０歳になる人から２割負担に引き上げるというもの。そして、入

院患者が負担する食費を引き上げる。国保税の値上げにもつながる国保の都道府県への

広域化等々であります。

２点目が介護分野ですが、要支援者を保険から除外して市町村任せにする。一定以上

の所得がある介護利用者に、利用料を１割から２割へ引き上げる。特養ホームから軽度

者を追い出し、入所者を中度者、重度者に重点化する等々であります。

それから、３点目が年金の分野で、１０月から特例水準の解消を理由に３年かけて年

金額を２．５％削減するという、これに続きましてマクロ経済スライドによって毎年削

減していくというもの。そして、支給開始年齢のさらなる先延ばしの検討を速やかに開

始する等々があります。

それから、４点目として保育分野で保育の公的責任を投げ捨てる新制度の推進であり

ます。
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このように、国民そして利用者にとっては給付削減、負担増加、そのオンパレードで

あり、憲法第２５条に基づく社会保障制度のさらなる後退、破壊であると言っても決し

て過言ではありません。その上に、ふえる社会保障費の財源を消費税増税に求めていま

す。しかし、今、消費税を増税すれば財政がよくなり社会保障が豊かになるのでしょう

か。デフレ脱却の決め手として安倍政権が打ち出したアベノミクスは、大企業や資産家

には効果があっても中小業者、国民大衆には恩恵がないどころか逆効果になっています。

労働者の所得は減り続けております。なのに円安で食料品や燃油などの物価が上がり、

家計は苦しくなるばかりであります。

このような中で、来年４月から消費税を８％に、再来年１０月には１０％にすれば景

気はますます冷え込み、国民の暮らしと営業を破壊するだけではなく日本の経済も破壊

され、税収が減って財政をさらに悪化させることになります。町民の暮らしを守り福祉

の増進を図ることが地方自治体の役割であるということは言うまでもありませんが、そ

の視点から社会保障制度改革国民会議報告書の内容は町民にどのような影響があり、ど

う対応される考えか、以下の点に絞ってお伺いします。

１点目の医療の面で、窓口負担の１割から２割への負担増、そして国保の県への広域

化について。

２点目、介護分野で要支援者を介護保険から外し市町村任せにすることについて。

３点目、年金分野ですが、１０月からの２．５％削減とマクロ経済スライドによる毎

年削減について。

４点目として、来年４月からの消費税増税についてどうお考えかただしたいと思いま

す。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。大森議員より、２点目の質問であります税と社会保障の

一体改革を問うということにつきましてお答えをさせていただきます。

近年の社会保障制度を取り巻く情勢は、急速な少子高齢化の進展などにより社会保障

費は経済成長を上回って増大いたしております。また、経済の長期的な低迷や非正規労

働者の増加など、雇用環境の変化などにより税や保険料の負担も増加してきているとこ

ろであります。

こうした中で、安定した財源を確保し、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保

障制度の確立を図るため、国では社会保障制度改革推進法により社会保障制度改革国民

会議が設置され、改革に必要な事項について審議が行われ、去る８月６日に報告書が提

出されたところであります。その報告書の内容につきまして、町民にどのような影響が

あり、どう対応するかということで質問をいただいております。

１点目の医療の窓口負担の１割から２割への負担増につきましては、現在７０歳から
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７４歳の医療費の自己負担割合を１割とする特別措置を廃止をし、本来の２割にするこ

とと報告をされました。このことにつきましては、新たに７０歳になった方から段階的

に進めるということ、またあわせて高額療養費の所得区分の細分化や保険料軽減措置の

拡充なども検討されているところでありますし、保険料と給付の両面において単なる負

担の増加ということではなく、今まで以上により能力に応じた負担の仕組みと、仕組み

へと見直しが行われるものと考えております。

また、国民健康保険の財政運営を都道府県が担うことにつきましても、あわせて国民

健康保険への財政支援を拡充し、将来にわたり持続可能な制度の構築を目指すものであ

ります。財政運営が都道府県に移行した後も、市町村が引き続き担う事業等につきまし

ては積極的にその役割を果たすことが求められるものと考えております。

２点目の介護保険における要支援者を介護保険から外し、市町村任せにするというこ

とにつきましての御質問でございますが、社会保障制度改革国民会議における報告では、

要支援者に対する介護予防給付について市町村が地域の実情に応じ柔軟かつ効率的にサ

ービス提供できるよう、新たな地域包括推進事業に段階的に移行させていくべきとされ

ているところであります。この報告を受け、現在社会保障審議会では平成２７年度の介

護保険制度改革に向け、予防給付から地域支援事業へ移行について審議が進んでいると

ころであります。現状では、要介護者及び要支援者は法定介護サービスを利用し、それ

ぞれ介護給付、予防給付を受け、要介護⋞要支援認定者以外の方は地域支援事業で介護

予防サービスを利用されているところであります。

移行案では、要支援者について現行の予防給付を段階的に廃止をし、新しい地域支援

事業の中で予防サービスや生活支援サービスを効率的に実施することといたしていると

ころであります。しかしながら、現段階では事業のメニューや事業費につきましてはま

だまだ検討中でありまして、今後さらに議論が深まるものと思っております。

町といたしましては、制度の見直しの内容を見ながら、新しい地域支援事業の中で地

域の実情に応じた取り組みができるよう検討してまいりたいと考えております。

次に、３番目の１０月からの２．５％削減とマクロ経済スライドによる毎年削減につ

いてということでありますが、まず１０月からの２．５％削減は、昨年１１月の臨時国

会で可決成立したもので、年金額が本来水準より２．５％高く設定されていた特例水準

を、平成２５年１０月から平成２７年４月までに段階的に解消するものと認識いたして

おります。また、マクロ経済スライドは、年額を決める際に物価や賃金だけではなく、

年金の支え手でありますところの現役世代の減少や高齢化により年金を受ける期間が延

びることなどを反映させる仕組みとして、平成１６年の年金改正で導入されたものであ

ると認識いたしております。どちらにつきましても、我が国の年金制度を永続的かつ安

定的に維持していくためにとられた措置だと存じております。年金受給者の方に影響が

生じ、また町内の年金受給者への給付の減少は地域経済へ影響があると思われますが、

年金制度の将来を考えた場合、やむを得ない制度改正であると考えるところであります。
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次に、４番目の来年４月からの消費税増税についてということについてでございます

が、消費税の増税は平成２４年８月に国会で可決されたものでございまして、増加を続

ける年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化への対処施策経費に充てるため、消

費税を中心とした各種の税を改正するというものでございます。

来年改正に、来年４月に改正を行うかどうかにつきましては、１０月上旬に安倍首相

が決定されると伺っているところでございますが、増加を続ける社会保障給付への対応、

また国際公約であります基礎的財政収支の削減、黒字化、また１，０００兆円を超える

国の債務への対応など、また一方ではようやく芽生え始めたデフレ脱却の芽を摘むこと

がなく、低所得者に対する対応など相反する課題について慎重に考慮され、決定される

ものと存じます。

４月から消費税が増税される場合につきましては、景気の腰を折らない経済対策や低

所得者に対する十分な施策を国に対して要望してまいりたいと考えているところであり

ます。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 全般的に、この国の施策を容認する立場での答弁だった

というふうに思いますが、町長としては一つ一つについてそれほどの問題であるという

認識はないのかなというふうに総括的に思いましたが、ちょっと時間がありませんので

全部問いただすことができませんけども、一つちょっと単純な質問からですが、１点目

のですね、現在１割負担になっている、患者の１割負担になっている７０歳から７４歳

の方の負担が２割になるということですけども、これは報告書にあっただけなのに、私

がちょっと聞いたところによりますとですね、新たに７０歳になられる方から聞いて、

こんなもんが来たけどということだったですが、もう既にその受給者証の中に、平成２

６年３月までは１割負担だけども、４月からは２割負担になりますというふうなことを

書いた受給者証が届いたということなんですが、これはどういうことなのかなと。もう

決定されたという通知でもあったから、そういう受給者証を送られたんでしょうか。こ

れをまずお聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。現場での状況の御質問でございます。担当のほうから答

えさせていただきたいと思います。

○住民生活課長（森田 典子君） 議長、住民生活課長。

○議長（野口 俊明君） 森田住民生活課長。

○住民生活課長（森田 典子君） 御質問にお答えいたします。

配付をしておりますものに既に２割といったことが明記されておるものが届いたとい
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うことなんですが、制度的にはこの７０歳から７４歳までの方の自己負担割合につきま

しては、健康保険法によりまして定率２割ということが定められております。その中で、

今現在特別措置ということで窓口の負担を１割とするということが特別措置の要綱の中

で定められておりまして、それが現在適用しておるという状況でございます。この適用

の期限につきましては平成２６年３月３１日までということで明記されており、その内

容で対象者の方には記載したものをお届けしたという経過でございます。以上です。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） ということは、平成２６年の４月からは必ずしも２割負

担になるというわけではありませんよということを含んでるんですかね。ようわからな

いんですけども、これ厚労省のほうからきちっと４月１日からは２割負担になりますよ

というそういう決定がなされないと実施されないじゃないかなというふうに思うんです

が、その点どうなんですか。私自身もよくわからないんですけど。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○住民生活課長（森田 典子君） 議長、住民生活課長。

○議長（野口 俊明君） 森田住民生活課長。

○住民生活課長（森田 典子君） 今現在、７０歳から７４歳までの方が窓口負担１割か

ら２割になるということの方針は、国民会議のほうの報告書の中でそのようにするとい

う報告がなされておるという状況でございます。法的には、先ほど申し上げましたよう

に、特例措置の期限が平成２６年３月３１日までとなっているということも事実でござ

います。その後の２６年４月１日からの負担割合は、特例措置が適用にならないという

ことで２割になるということになりますわけですが、そのことが国のほうからどのよう

な形で通知なりがされてくるのかということについては、はっきり今の段階で把握して

おりませんけれども、国民会議の報告の内容に沿って国のほうから改革といいますか見

直しが進められてくるということは、今後そのような運びになるというふうに思います

ので、それによって今の現状ですと２６年の３月３１日に特別措置が切れるということ

で、必然的に４月からは２割ということになるというふうに考えております。以上です。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。おおむね理解しました。

時間がなくなりましたので、もう答弁を求める時間がありませんですけども、お手元

に、皆さんのお手元にこの税と社会保障の一体改革を問うという関係の資料を配らせて

いただきました。（資料の呈示あり）今、消費税を増税すればどんなことになるか。本

当にデフレがますます深刻になるんじゃないかなという懸念がありますし、そのために
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世論調査でも、今、４月にこれ実施するのは、増税するのはだめだという世論が多いと

いうことも記した資料ですので、これをまたゆっくり見てお考えいただければと、幸い

に思います。

時間がなくなりましたので、一応以上で終わります。

○議長（野口 俊明君） これで大森正治君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、１１番、西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） はい、議長。

１１番の西尾です。今回、通告どおり２問、町長に対して質問したいと思います。

少し重たい質問でございますが、町長に通告どおり質問いたします。

今後の町政のかじ取りは。８月９日付の日本海新聞で報じられた公選法違反疑惑の告

発でございます。中央新報のほうにも出ておりましたが、このショッキングな記事を読

まれた町民は、出たかと。厳しい選挙だったけなあと他人事のようにおっしゃる方もい

ました。しかし、起訴にでもなれば大変な事態に発展していくことが予想されます。余

り話したくない、かかわりたくないこのような事件だけに、身近な方からは聞かれます。

しかし、私も新聞を読ませていただいたことしか知らないのです。

そこで、次のことについてただしたいと思います。

事の発展から現在に至った経緯を町民の皆さん、議会にしっかりと説明する義務があ

るのではないか。

２つ目、このことが今後の町政のかじ取りに大きな支障にはならないのか。この２点

について質問いたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。西尾議員より、１点目の今後の町政のかじ取りはという

ことにつきましてお答えをさせていただきたいと思います。

まず、１つ目の事の発展から現在に至った経過、これを町民の皆さん、議会にしっか

り説明する義務があるのではないかということでございますが、私も新聞で読んだ範囲

のことしか承知をいたしておりません。このことで町民の皆様、そして議員の皆様に大

変御心配をおかけしており、大変申しわけなく思っているところであります。

この件は、警察の事案でございますのでコメントは差し控えたいと思いますが、私と

いたしましては２期目の町長選への出馬表明以来、通常の後援会活動及び選挙活動であ

り、違法性はないものと存じます。

次に、今後のかじ取りに支障はないかということでございますが、選挙での開票の結

果もわずかな差ということで、議員がおっしゃいますように厳しい選挙であったという

ふうに存じております。選挙後はノーサイドでと思いますが、難しい面もあるのかなと
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思っているところであります。

私が今すべきことは、町民の皆様に選挙で公約いたしましたこと、これを着実に実行

していくということ、そして新たに生まれてくる課題に対して的確に対応していくこと

が私に課せられた大きな責務であると考えますし、全力で取り組んでまいる所存であり

ます。よろしくお願い申し上げます。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） 大体予想されたような答弁書になってしまいましたが、

こういった件はなかなかまあ説明しにくいんでしょうし、本人みずからのことでしょう

から、なかなか話したがらないし話しにくいというふうに思います。

しかしながら、７月の２５日、２８日に議員と町民と語るという会がございました。

もし８月の発表した後であれば、このような問題があると。これはどういったことだえ

というようなことがあったのではなかろうかと容易に想像できると私は思っております。

そうした中で話は大きくなっていくということも考えられますが、その場で町長は町の

トップであるわけですから、自分の行いに対して責任を持って説明されると。私はその

ようなことになろうかなと実は思ったりもして、議員のなかなか言い出しにくい質問で

ありましたけれども、あえて質問させていただきました。

まあやはり町長は町民に選ばれたわけですけれども、その下についていく方は町の職

員、あるいはスタッフと言われる方は町の職員であると私は思っております。５７人の

町職員がこのことについて実際このようなことがあるんじゃないかと思って、私は、う

ちも来たよとか、こんなことがあったよという確認がとれたというふうに新聞上では載

っておりますんで、そのようなことがもしあったとして、自信を持って首長である町長

についていく気持ちが揺らぐというようなことであれば、それこそ私が質問に上げまし

た町のかじ取り、これに大きな支障が出るというふうに思ったりもします。私としては、

やはり町議会あるいは町の職員、そして町民の皆様にははっきりと断言して、このよう

なことは一切ないというような、安心してついてこいというようなことでもあれば、ま

た私は、ああ、そうかと。はっきり言って、このような厳しい選挙戦の中で誹謗中傷あ

るいは足の引っ張り合い、当然それは各方面から聞いたりもしておりますけれども、そ

れについて自信を持った発言がなされれば、また違った意味を持つんじゃないかなとい

うふうに私は思ったわけで、そのあたりに関しては、町長、どういうふうにお考えでし

ょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい。西尾議員より御心配の御質問をいただきました。

自信を持ってということ、いろいろなお話をいただきましたが、まさにその思いで自

信を持ってこの町政にかかわらせていただいておりますし、後援会活動におきましても
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違法性はないということを自分自身信じ、その思いで今の仕事をしっかりとやらせてい

ただいておるところであります。お力添えをこれからも賜りたいと思います。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） なかなかですね、こういった、まだ警察ざたというわけ

ではないので、起訴になったというような話ではないのでですね、余り逆に言うと話す

ことがないわけですが、ここで職員のチャレンジ的な側面がそがれるという話をちょっ

としたいなというふうに思っております。

公務員の資質ということが以前からあるわけですが、公務員に余りふさわしくない性

格というのがあるそうです。まず、他人を思いやる心優しい人、頼まれたら断り切れな

いお人好しな人、正義感の強い人にはちょっとつらい職場ではないのかというようなこ

とを言われたりしております。このような方は本町職員の中にはおられないというふう

に私は思っておりますが、もしおられたとしたら、今回つらい思いしたのではないかな

というふうに思っております。

公務員はですね、まず身分保障されております。それとしっかした労働組合、また安

定した給与、これはさまざまな誘惑、あつれき、不正行為を起こさないためにも、公民

としてみんなの模範となれるような形で、民間にない特典もいろいろあるというふうに

なっております。

そして職員のまず目指すもの。笑顔で挨拶。確実、丁寧な仕事。民間からいいますと、

まずスピード感、あるいは成果、チャレンジ、このようなことは薄れてしまうというの

が一般的であります。本町とは言いません。そして、本来公務員の仕事は、大切な税金

を効率よく、効果的に使うために置かれている立場の人であり、しかしながら、こんな

ことがあってですね、さっき言ったような保障があって、失敗するようなリスクの高い

仕事はなるべくしないようになってしまうのが大きな問題となっています。しっかりと

した立場立場で職務に励んで、そして民間であれば給与アップ、あるいは行きたいとこ

ろに抜てきというようなことになるだろうけども、公務員の場合はなかなかそうはなら

ない。講演とか視察研修なんかに行きますとですね、このような方が代表でおられて、

成果とかやる気、チャレンジというようなことを発表されて、私たちは、ほおっと言い

ながら帰るわけです。そして帰ってですね、トップの方にですね、何とかやる気ある気

持ちをどうやって出すんだろうかという話をしますけども、なかなかこれができないの

が現状でないのかなというふうに思います。その中で、公務員評価制度というのがあり

ました。今でもあるんでしょうけれども、やはりなじまないというふうに私は最近思っ

てきました。

そこで、町長にお尋ねしますが、最初、先輩議員がですね、きょうちょっと基本姿勢

とか職員行動規範の話が出てましたので、ちょっとダブるかなと思いますが、やはり一

番大事なことは、職員のモチベーションを上げることと思うわけですが、人間は感情動
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物でございますし、ましてや職員は、いろいろな、さまざまな勉強をされている方が私

は多いと思っておりますが、このモチベーションを上げるために、町長はホウレンソウ

とかですね、いろいろな開かれた、住民に開かれた自治運営を目指しているといったふ

うにおっしゃっておりました。私、このモチベーションを上げるということは、公務員

に関してはすごく難しいと思いますが、このような件があってですね、これから今後ど

のようにモチベーションを上げるという説明をされるのかお聞きします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 西尾議員より御質問をいただきました。

いろいろな人についての性格的なことのお話もありました。まず、私は、そのことに

ついて１点だけ触れさせていただきたいと思いますけれども、人間には３つのありよう

があると思っております。一つは、生まれ育ったときに持っているもの、これが性質、

そしてその中で育っていく環境ででき上がっていくもの、性格、さらにさまざまな舞台

で、あるいは社会でつくり上げられて、あるいは職場でつくり上げられていくもの、人

格、これは学生のときに哲学の中で習った言葉であります。

人はそれぞれ成長する過程の中で、生まれ持っていたものをベースにしながら人格が

形成されていきます。いろいろなポジションにつくことによって、大きく大きく環境を

感じながら成長していくのが人間だと思っております。

職員も一人一人がそうした顔が全て違うように、性質、性格、人格、異なっているも

のと思っております。ただ、それぞれ持っているもの、それはこの役場の職にあるとい

うことです。プロであるということであります。やはりここで給料をいただき、そして

この役場の職員としているにおいては、プロ意識を持って、まずは日常の業務をしっか

りとやっていくということの中で、課題解決などのテーマが生まれてまいります。それ

に向けて積極的に取り組んでいく姿勢であると思っております。部署によっては大きく

活動しているものが目に見える、表現できる部署もありますし、なかなかそういう部署

でないこともあります。与えられた中で、今、一生懸命職員は自分自身のやりがいや生

きがいを持ちながら取り組んでいる現状にあるということでありまして、そうした状況

をしっかりと支えていく。あるいはフォローしていく。導いていく。そのためにこのモ

チベーションを高めていくということではないのかなと思っているところでありますし、

そうしたことについて、最初の西山議員さんの中でも話をしましたけども、まずは日常

の挨拶の関係であったり、ホウレンソウの関係であったり、そうしたことをまず示し、

そして個々のそれぞれの仕事に対して積極的に、能動的に業務に当たるようにという指

示をいたしているところであります。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） 何回も同じようなことは言いたくないんですが、町職員
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は、最初に言いましたが、町長の一番のスタッフだと思います。ところがそのスタッフ

はトップを選べない。町民、選挙という大きな全体の中で町民が選ぶわけであります。

その中でやってこられた首長に対して、そのスタッフは、厚い信頼と、そしてその人の

やはり思いを酌んでですね、一生懸命行動すると、これが一番のモチベーションにつな

がっていくと私は思いますが、いかんせん、全体の中で選ばれる首長ですので、この職

員はそのいかんたる、何たるものかということをどのようなことだろうかといつも考え

ながら行動していると私は思っております。それに関して、先ほど言いましたが、もう

１回だけ聞きますが、職員には行動規範、あるいはホウレンソウ、いろいろあるわけで

すが、町長は、最後に聞くんですけども、そのスタッフである職員に、議会はいろいろ

文句言うわけですけども、職員はやっぱし信頼してついてほしいということが一番だと

私は思うので、そのあたりを職員にですね、しっかりと安心づけるようなことがあるか

ないか。今後ですよ。今のところ職員にも説明がないと私は聞いております。そのこと

があるのかないのか、最後にちょっとお聞きしたいと。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 信頼という話もいただきました。まずは先ほど述べましたよう

に、職員はプロであります。この職で報酬を得ながら仕事にかかわらせていただいてい

るところであります。まずその自覚を持つということであろうと思っております。

職員の中にいろいろと自分自身の思いを伝えていくということ、これは大切なことで

ありますし、これからも努めてまいりたいと思いますし、特に管理職を通じて、さらに

は現場のほうに出向く中でまた伝える場面もあろうと思いますけれども、言葉で伝える

ということよりも、やはり私自身が懸命に、一生懸命全力で取り組んでいる、そのこと

を感じていただくことであろうと思っております。そうした思いの中で、これまでも、

４年間もそうでしたけれども、これからの４年間につきましてもしっかりと行動を含め

て信頼を得るべく、町民の皆さんにも含めて、全力で取り組んでまいりたいと思います。

以上です。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） じゃあ、そうですね、じゃあ２番目のほうに移りたいと

思いますが、大山町だからできること。サイクリングを活性化の目玉に。サイクリング

に関しての一般質問は２度目ということですが。

平井知事が８月２３日、広島県との知事会議で、ともに盛んなサイクリングを観光資

源として活用する。スポーツツーリズムで連携することを確認。この席で、瀬戸内と大

山から中海をも結ぶコースと意向を示しています。大山では、ことし１０月１９日から

２１日、エコツーリズム国際大会２０１３ｉｎ鳥取が開催されます。また、台湾の自転

車メーカージャイアントが大山周辺を視察、試走されて、最高の場所だと述べています。
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また、私もかかわっておりますが、中山地内で毎年１０月に開催されているはまなすサ

イクリング２０１３年も１０月の第１日曜日に大山の麓で展開しています。２４回目か

２５回目になります。

１番、大山観光の魅力を紹介するツアーデスクが本格的に始動いたしました。自転車

の活用を本気で考える絶好のチャンスが来たのではないか。

２番目、ツール⋞ド⋞大山を発展的に見直したらどうか。

３番目、県選手権、そして全日本選手権を誘致、開催できないものか。

この３つについて伺います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 西尾議員より２点目の質問であります大山町だからできること、

サイクリングを活性化の目玉にということにつきまして、お答えをさせていただきます。

御指摘のとおり、大山に旅行業の登録をいたしましたツアーデスクが開設をされ、大

山観光の大きな飛躍の舞台が整ってきたものと認識をし、今後の活動に大きな期待をい

たしているところであります。

さて、一般社団法人大山観光局では、昨年度から電動アシスト自転車のレンタルを行

っており、近隣の事業者さんと相互乗り入れ、乗り捨てシステムの導入などを働きかけ

ているところでございます。

あわせまして、県を中心に、スポーツツーリズムの推進の中で、自転車に関する各種

取り組みが行われているのは御承知のとおりでございます。鳥取県では、官民合わせて

２３団体で、サイクリングロード整備検討会が組織され、本町もその構成員として加わ

らせていただいているところであります。これまでにサイクリングコースの設定及び路

面案内表示の設置、ダイジョウブシステムと名づけたコグステーション、サイクルカフ

ェの設定、空港－ホテル間の自転車デリバリーシステムの構築などを実施してきている

ところであります。ただ、安全管理面で不安を覚えておりまして、県に対して交通安全

対策の充実とサイクリストへの交通ルール、これの啓発について強く要望いたしている

ところであります。

２点目の御指摘のツール⋞ド⋞大山でありますが、鳥取県サイクリング協会さんが従

来から行われていたものを昨年度から官民１０団体で実行委員会を組織をして、体制を

拡充して取り組んでいるものでございまして、大山博労座をスタート、そしてゴールに

８５キロを走破するサイクリングイベントとなっております。第１８回を迎えました本

年は、約７００名の参加があったところでございます。

この大会をどう運営していくかにつきましては、サイクリング協会さんなどと、そう

いった方々の関係者の御意向や調整をする必要がございます。今後の実行委員会の場な

どで相談をさせていただければというぐあいに思うところであります。
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３点目の御提案いただきました内容につきましては、コースどりや安全対策など課題

が多いものと思われますので、本当に本町で開催可能な大会があるのかなど含めまして、

勉強させていただきたいなというぐあいに思っているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） 一転して希望のある明るい話だなと自分では思ってます

が、大山はですね、本当にいいところでして、自転車をやらない方はえらいきついとこ

ろだなというふうに思われるわけですが、案外やっておられる方は、結構それって楽し

くて、おもしろがるという実は面があるので、私としては最高にいいとこだと前から思

ってました。やっぱしその辺を皆さん目をつけられてですね、いろんなことをやってお

られます。伊澤さんがおられますが、森の国でもダウンヒルツアーと銘打っていろいろ

やっております。それで、これ枚挙にいとまがないですよね。いろんな方が大山の周り、

あるいは中海圏のあたりをもうぐるぐるぐるぐるもう回っとるということで、私が言わ

なくてもどうもたくさん知っておられるみたいです。新聞にもですね、もうしょっちゅ

う出てます。

それで一番おもしろいのは、ツアーデスクができて、まだできてなかったんですけど、

ジャイアントが来られたと。できたんだけど、できてたんだけど、事務所がこの前新し

くなっていろいろやり出したということなんでしょうけども、ジャイアントという台湾

のメーカーがやってきたと。ジャイアントというのは世界で一番サイクリングの車の生

産では世界１位、量販店では世界一ということで、安くてよい品物をつくっとるという

ことで、さまざまな協会なりチーム、そして団体を有しておりまして、これはおもしろ

いと。有名な名前はピナレロとかたくさんあるわけで、イタリアが、フランス、あるい

はアメリカなんか結構あるわけですが、やはり一番のシェアを持っとるのはジャイアン

トというふうに私の認識では、それも断トツです。その方が来られてですね、やるとい

うようなことであれば、当然台湾だけでなくて、ヨーロッパ、あるいは近隣、中国であ

ったり、いろんなところからでもですね、来られる。ついでに、京都のついでとかです

ね、いろいろやられるんじゃないかと。

その中で、大山で何ができるのかなと私は思うわけでして、るーぷバスがあります。

日交と日ノ丸が入っておりまして、夏休み中は、お盆までですが、大体８月３日から毎

日、７月が１３日、１１月までは土日祝日と、休みの日に大体集中して運行していると。

あとは、これがですね、米子駅から大山寺、大山あるいは豪円山の巡回ルートが１０便

と、結構走っとるなというふうに思いました。

そこでですね、新聞の中にちらっと書いてあるのは、自転車を積み込めないかという

ことを県のほうも考えておるようでして、私、これもですね、もうちょっと積極的に、

後ろにかごとか、いろいろなことができると思うんですが、積めればですね、それこそ
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もうおりるだけおりて待っている。あるいは途中まで行けたら途中で待っているという

ようなことで、可能なんじゃないかなというふうに思われます。

そしてまた、祭りとか、大山にはイベントがしょっちゅう集中してまして、周りもそ

うですが、それに合わせた大会、あるいは練習、そのようなこともどんどん売り出すこ

とができるのではないのかなと。そのじげの祭りということもたくさんこれは拾えば随

分あると思うし、原風景なんかこれからは本当に目玉になるように私は考えております。

そういったことが一つ。

そしてツール⋞ド⋞大山、結局８５キロとなっておりますが、今の大山の周り、ある

いは淀江の辺までおりちゃってですね、あっちへ行っちゃうんですが、今、うちの辺、

大山の中で一番のいいコースだなと私は思う、一息坂で私やってますけども、大鷹橋の

辺とかですね、橋のあたりをどんどん通らせればですね、もうちょっといけるんじゃな

いかなというふうに思ったりもします。

そして３つ目なんですが、実は昔、私、議員になる前は中山町まちづくりの実行委員

長をしておりました。そのときに、県の選手権を１回だけやらせていただいたことがあ

ります。そのときに和田見さんという女性の方が、高校生だったんですけども、男子の

中に入って一緒に走っておられました。当然男子の中ですから、遅いのかなと思ってお

りましたら、男子のトップあたりで走っておりまして、女子ではちょっと歯が立たない

という方でした。最終的にはオリンピックに出られましたけれども、この方が高校の２

年だったかのときに中山地内を県選手権でですね、走っていただきまして、喜んだ記憶

がございます。

その後ですね、その先生とお話ししたんですが、この先生が河田とおっしゃいまして、

ことしの国体のですね、自転車監督の名前に河田拓也とありました。同じ方なんですね。

そして実は理事長、鳥取の理事長は岡田行雄さんという方で、これもその当時と全然変

わっておりません。岡田さんがもっとずっと前から理事であって、理事長であって、全

国の理事もやっておられました。今でもどうも調べましたら理事をやっておられるとい

うことでございます。

私、その話を聞くとですね、どういった話だったかといいますと、実は全国大会を鳥

取でしたいんだと、これは車連ですから、車連、自転車連盟、全国的な大きな大会を持

ってくるわけですが、中国では山口と広島あたりしかよう持ってこんだろうと。広島が

ほとんどだと。広島にはコースがあって、そこでやっとると。ところがですね、余りお

もしろくないコースなんだそうです。実は違うところでやりたい。国もそうなんだそう

でして、鳥取県でやれたら持ってくるぜ。えらい本決まりの話で、私、そのときにです

ね、話は長くなりますが、町の担当者とお話をしたことがあります。一番のネックはや

はり全面通行どめ、これが一番のネックでした。そのころそれこそ、私、大鷹橋のあた

りのあの道は完成してなくてですね、下を走ったんですよ、上下。それで実は苦情が出

て、ブロッコリーの出荷時期に全面停止とは何事だと言われまして、１０集落ぐらい役
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場の、退職されましたが、課長さんとですね、２人でお願いに歩いた覚えがありまして、

やっと県選手権をさせていただきました。ところが全国大会になるとですね、もっとも

っと厳しい制約があるということで、実は断念した記憶がございます。

ところが、今ですね、大山、合併してですね、道が通じた。いい道が通じたというこ

ともあるんですが、機運も高まった上にですね、ルートも、これだったらもうブロッコ

リーの方もそんなに心配ないだろうという、思うルートもできそうな気がしております

し、機運も機運ですし、また、調べましたところ、河田さんも元気でおられるし、岡田

行雄さんも元気でおられるということで、チャレンジできればもっともっと発展的な、

ここで全国大会をやれるということは楽しいなと私は思うわけですが、いろいろなこと

を話しましたけれども、大ざっぱな話で申しわけありませんが、町長の思いをお聞かせ

ください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 西尾議員より経験を踏まえて、サイクリングの全国大会、ある

いは県大会、取り組んでこられたことについてのお話をいただいたところであります。

特にいろいろなつながりの中で、全国大会、どうだろうかと。今は時期がだんだん醸成

してきているのではないかという御提案だと思って伺わせていただきました。

まさに県を通じて、あるいはこれまで県のサイクリング協会のほうでいろいろと地道

に取り組んでおられました取り組みが、県の支援であったりとか、あるいは海外への取

り組みであったりということで、大きくこの大山周遊のサイクリングコース、脚光を浴

びつつある現状であります。

お話がありましたように、手元にも多分持っておられると思いますけども、大山を中

心としてぐるりと周遊を回るコースで８５キロほど、そしてアップダウン、あるいは新

緑、いわゆる森林の中、景観のいいところ、あったりというコースでありますけれども、

実は県のほうもこうして精力的に台湾との関係も持ちながら進めてきているところであ

りますけれども、私も一度、その中のこちらの日本海側、特に倉吉から大山に至るコー

スを実は一度通ってみました。そんなに安全なコースなんだろうかなという思いがあり

ましたので通ってみましたけども、伯耆町、江府町、倉吉に至る広いコースとは異なっ

て、非常に狭い、車が来たらつかえてしまうようなところもあったりして、おっしゃい

ますように一方通行というような形を持っていかなければ厳しいよなという場所も結構

長いコースありまして、そういったことを踏まえて、実は西部町村会のほうでも大山周

遊にかかわる市町村もあるわけでありまして、県のほうに大山周遊のサイクリングコー

スについての安全対策にですね、やっぱり取り組みを、あるいは啓発活動をしっかりや

っていただきたいなという要望を出すというような今検討をしたり、そういったことを

進めております。

たくさんの方々に来ていただくのはいいんですけれども、ある面、おっしゃいますよ
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うに、県道、農道、いわゆる生活道路でありますので、非常に時期によっては車との入

れ違いがあったりする場面もあります。特に海外から来られるということになりますと、

国内のルールと海外のルール、交通ルールがどうなのかということもあったりしますの

で、やはりこれからこの大山周遊を生かしていく中でのサイクリングコース、あるいは

取り組みをしていくに当たっては、しっかりとした安全対策、交通安全対策、あるいは

サイクリングをされる方々への交通マナーへの遵守というようなことをしっかりと啓発

していく中で取り組んでいかなければ、余りどんどんウエルカムで、大歓迎、大歓迎と

いう形では臨まれない、今、ステージにあるんじゃないかなというぐあいに感じている

ところであります。

おっしゃいましたようないろいろな視点での大山を生かしたサイクリングの展開とい

うのは非常に魅力のあるテーマでありますし、これからまた大山が取り組んでいくこと

でもあろうと思っております。一つ一つ課題を解決することをしながらですね、議員お

っしゃるような方向性が出てくればなというぐあいに思っているところであります。今、

早急に全国大会、大きな大会にということよりも、私は今は安全対策というものをまず

しっかりと発信をし、取り組んでいかなければならない段階ではないかなと思っている

ところであります。

大鷹の橋のコースは非常に魅力のあるコース、ロードだと思っております。以上です。

○議員（11番 西尾 寿博君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西尾寿博君。

○議員（11番 西尾 寿博君） 出し忘れましたが、これが（新聞を示す）１７年の６月

の２０日のときの新聞に出た、大山で全日本選手権をという、えらいタイトルで、喜ん

だもんですけども、御破算になってしまいましたが、今ですね、県選手権は、今という

か、あのとき１回だけだったと思うんですけどね、中山でやったのは、やはり倉吉でや

っております。鳥取県は結構自転車は強くて、全国的にもやっぱり有名な選手が出てお

ります。これも常時、ずっと出ずっぱりというような感じかな。そのやっぱり倉吉がや

っぱり中心であります。その倉吉が中心でですね、やっぱり、倉吉であるんですが、高

城、町長は御存じだと思いますが、農高の上のほうですね。あのあたりから大栄の西高

尾、あのあたりの周りをですね、ぐるぐる回るんですね。大体４周、５周、１２０キロ

ぐらいのコースで決定戦を決めると。決定するわけですが、早朝です。朝の５時ぐらい

から出るんですかね。私も旗振りに二、三度行ったことがありますが、それはですね、

全コース回ったことないんですけども、狭くて見晴らしが悪い。それとお客さんも全然

いないと。本当で走らしとるんかいというような感じであります。だからこそですね、

中山で走ったときには、えらい喜んでおりました。子供がですよ。走った子供が。こん

なコースだったらずっとやりたいというようなことからいろいろ発展したのが経過なん

ですけども、私は、もっと今いいんですよね。もっと今はもっといい条件が今あると私

は思っております。高城のほうの悪口を言うわけじゃないですが、本当で、何ちゅうか
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ね、狭いんですよ。ほんで怖いんですよ。もっともっと。町長が言うところよりももっ

と随分、本当で人の誰も通らんようなところをわざとつくって通らすというのが実際な

んだろうなというふうに私は思っておりまして、それからいうと、交通量は少ない。道

路は広い。見晴らしはいい。まして観光的なことが同時にやられれば、見物も来るとい

う、非常に願ったりかなったりのコースができると思うので、そのあたり、もう一度、

町長、考えていただきたいなというふうに思うわけですが、もう一度お願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 西尾議員の御提案、サイクリングを生かした取り組みというこ

とについては非常に魅力のあることでありますし、将来の大山にとっての一つの取り組

みの一つであるというぐあいには思っております。ただ、先ほど述べましたように、交

通量が少ない道路という表現もされましたけども、かえってそここそまた危ない。自転

車の方々が大会競技ということでなくって、時間をスローな時間の中でのサイクリング

を楽しむという大会であればいいですけども、少しそれにスピードを求めたりというこ

とがあったりするときには非常に生活道の中での大会というのは危ないなと思ったりし

ているところでもあります。

いずれにしても、交通安全対策ということが私は今何をおいてもしていかなければな

らない。大山町だからこそ県のほうへしっかりとそういった声を上げていかなければな

らない。そういった思いの中でまた西部町村会のほうでもそうした声を上げていこうや

というような流れがあります。御提案をしっかりと受けとめさせていただきながら、そ

の方向性に向けた中での交通安全対策をまずしっかりとやってもらうように働きかけを

していきたいなと、その上で国内あるいは海外からもこの大山のすばらしい環境に来て

いただいて、にぎわいのある大山町の町づくり、展開ができたらなというぐあいに思っ

ているところであります。よろしくどうぞお願いいたします。

○議員（11番 西尾 寿博君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで１１番、西尾寿博君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は２時２５分といたします。休憩

します。

午後２時１２分休憩

午後２時２５分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

次、３番、大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。
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○議員（３番 大杖 正彦君） 議席ナンバー３番、大杖正彦でございます。通告に従い

まして、２つの質問を行います。

まずですね、通告した分にはないんですが、その背景についてちょっとお話をさせて

いただいて、本題の質問に移りたいと思います。

皆さん御存じのとおり、２０２０年、オリンピック、パラリンピックの開催が東京に

決定いたしました。全国のスポーツ少年団、そして中学、高校の運動部に所属している

子供たちは、オリンピックという大きな夢に向かってますますトレーニングに力が入る

に違いありません。

子供たちが夢と希望に燃えですね、スポーツ、そして勉学に励むことこそ青少年の健

全な育成につながると考えます。こうした子供たちの夢をかなえるためにも、行政の果

たす役割は非常に重要と考えております。

こういった話をちょっとさせていただきますが、私の通学した、中学時代、大山一中

時代ですが、教育長もそのときの生徒さんでしたが、女子バレーボールチームは県の常

勝チームで非常に強かった。間違いなくそのときの町内の皆さんはですね、その強さ、

活躍に期待を寄せ、その存在に誇りを持っていらしたと思います。多くの生徒がバレー

ボール部に所属したのはそのあかしだと思います。

では、なぜ強かったかということなんですね。その強さは間違いなく担当教諭であっ

た林原達行先生の指導に負うところが大きかったと思います。林原先生はそれは熱心で、

その情熱ははかり知れません。

こんな逸話があります。皆さん御存じのように、１９７２年、ミュンヘンオリンピッ

ク、男子バレーボールは金メダルを獲得しましたね。そのときのセッター、猫田、その

選手、バレーボールというのは顔から上でパスしないと、そこから下からするとホール

ディングという反則がありますね。猫田選手は顔どころかおなかぐらいのとこからのボ

ールをトス、反則を回避した。どういうことでありましたか。ボールはここですから、

後ろに寝っころがって、その反則を避けて、見事なパスを上げてですね、トスを上げて、

強豪国をなぎ倒したと。猫田が上げる、大古が打つという言葉は皆さんも、古くなるこ

とですが、大学なんかの学生が集まったときに一芸にするなど、社会的な現象になった

ぐらい有名な話です。その猫田選手が所属するバレーボールチーム、実業団バレーの試

合で、林原先生は国内Ａ級審判の資格を持っておられましたから、その審判を務めたと

きにですね、その猫田からホールディングの反則をとるというふうに宣言されて、見逃

さずですね、そのタイミングを、とったそうです。例えばですよ、長嶋茂雄が現役のこ

ろ、ボールかストライクか判定の際どいところをボールというふうにする審判はほとん

どいなかったんじゃないか。それは長嶋の名声と、ファンとか周りの、世間の声を気に

したからに違いありません。しかし、林原先生は果敢にそういうことに立ち向かい、真

のバレーボールを求める気概を持っていらっしゃったからだと、からできたんだと思い

ます。スポーツの振興、特にチームとか選手の強化には、こうした熱意に満ちた熱心な
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指導者の存在が欠かせないとかたく信じております。

そこでですね、大山町内のスポーツ少年団活動は、名和、中山、大山の３地区合併後

も少子化により加入する子供の減少が続いていると聞いております。議会だよりの特集

で行いましたスポーツ少年団の取材でもですね、団員数が多くなれば、団の運営もより

楽しく、父兄の負担も軽くなり、レベルアップも大いに期待できるという声が多く聞か

れました。

現在、大山ジュニアバレーボールクラブの人数は、名和が３人、中山が８人、大山地

区からは一人もいないという現状であります。その原因の一つに、大きな原因は、送迎

が、大山からは送迎が難しいということで、父兄の皆さんはその送迎をですね、町のほ

うで支援してくれないかという声を強くおっしゃっておりました。団体スポーツは最低

限の人数が必要なので、より多くの選手で一緒に練習することと、熱意ある指導者によ

り飛躍的なレベルアップが望めます。

それで質問なんですが、町は、青少年の健全な育成を目指すために、いろいろなスポ

ーツ振興対策を講じていると聞き及んでおります。町は今現在ですね、現存するスポー

ツ少年活動とその指導者に対してどのような支援をしていらっしゃるか、具体的にお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの大杖議員さんによります、町は、現存するス

ポーツ少年団活動、そしてその指導者に対し、具体的にどのような支援を行っているの

かという御質問についてお答えをいたします。

現在、スポーツ少年団は、全国に約３万６，０００団体存在し、約８０万人の子供た

ちがスポーツを通して心と体の成長を体験をしております。大山町におきましても、現

在、１４団体、約２６０名の子供たちが６７名の熱心な指導者のもと、日々活動をして

おります。しかし、議員のお言葉どおり、そのジュニアバレーボールクラブに限らず、

少子化に伴いまして、その団員数は年々減少傾向にあります。

その一方で、議員が御指摘になったようなそういった課題も抱えながら、各団それぞ

れが育成会の方々によるチラシづくりとか、保育所に出向いて園児とボールに触れ合う

楽しみを伝える、将来のスポーツ少年団に入ってもらうためのそういった活動、団員増

を目指した積極的な活動の実態もまた多く見られるようになっております。

本町では、この１４団を組織する町のスポーツ少年団に対しまして、活動支援のため

の助成を行っております。本年度の補助金額は６５万円、これは各団の代表者や育成会

代表者等の合議によって、認定指導者の資格取得の助成や毎年の登録料の負担、各団の

活動助成、また町外の団体を招聘したことによる交流大会への助成などに活用していた

だいております。このほかにも指導者や保護者対象の研修会の通知や国、県からの関連
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情報の提供など、できるところの支援を行っているという現状でございます。

なお、本日付の新聞におきまして、大山町スポーツ少年団が生涯スポーツの優良団体

として文科省より表彰されるということが発表されましたことをきょうの答弁につけ加

えさせていただきます。以上でございます。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） 先ほどの林原先生の話なんですが、大山一中から名和中

にかわられた後ですね、今度は名和中が非常に強くなったということを申し添えておき

ます。

答弁お聞きをいたしまして、大山町の平成２４年度決算書に目を通しましてですね、

ただいま御説明のありましたスポーツ推進委員及び体育⋞スポーツ団体育成費等の助成

金ですか、その額がこれで十分かどうかということなんですが、私の感覚としては、余

りにもスポーツの強化という点においてはほぼ遠い数字じゃないかというふうに考えて

おりますので、本格的な強化プランといいますか、展望に基づいた、それに見合う補助

金の編成をお願いしたいと思います。

スポーツ少年団の振興、活性化により、技術等のね、選手、チームの強化がされれば、

自動的に中学、高校の競技レベルアップにつながりますから、オリンピックにもつなが

っていくことになります。２０２０年、東京オリンピック、パラリンピックが決定した

際、皆様も新聞、ラジオ、テレビでごらんになったようにですね、まさに日本が一つに

なったような感がありましたよね。まさにスポーツの持つ意義と力が大きく実証された

場面だと私は見ております。鳥取県内でも先日開催された鳥取県議会で、平井知事が、

この東京オリンピック開催決定を機に、県レベルでのスポーツ選手の育成に力を入れる

と声明されておりますね。このチャンスに大山町もスポーツ振興協会による町の活性化

対策を大々的に進めるべきことを提案をいたします。これからのスポーツ振興対策に期

待をしておりますので、ぜひよろしくお願いします。

続きまして、２番目の質問に……。

○議長（野口 俊明君） 大杖議員にお願いしておきます。要望はしないと、質問をする

ということで、要望事項はお控えください。

○議員（３番 大杖 正彦君） はい。失礼しました。

続きまして、指定管理者制度についてお尋ねいたします。

町の所有する施設を活用して、指定管理者制度によって有効活用するということは、

民間の活力、運営ノウハウをフルに生かし、その有効活用に大きな力となる。これが目

的であると思いますが、しかし、指定管理施設はですね、町民との共有財産でもありま

すし、住民への福祉サービスもあり、単にもうけの場となってはならないというふうに

思っております。

そこでですね、現在、町は幾つかの公共施設を指定管理者制度により民間業者などに
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運営を委託しておりますが、その最大の目的と課題についてお尋ねしたいと思います。

また、町が指定管理で委託している全施設の業務内容、委託期間、そして事業収支の

報告書提出などの状況はどうなっているのでしょうか、お尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 大杖議員の２点目の質問であります指定管理者制度につきまし

て、お答えさせていただきます。

初めに、指定管理者制度の目的と課題はということでございますが、指定管理者制度

の目的といたしましては、町が設置をし、広く町民の皆様に御利用いただく施設を公の

施設と呼んでおります。これまで指定管理者制度が制定されるまで、町にかわって公の

施設の管理を行うことができるのは、町の外郭団体や公共的団体などに限られておりま

した。しかし、町民サービスの向上と施設運営の効率化を目的とし、株式会社やＮＰＯ

など、さまざまな団体が公の施設の管理を行うことができるようにするため、指定管理

者制度が導入されたところであります。民間の活力を生かし、創意工夫によるサービス

向上によりますところの利用者の利便性の向上や、管理運営経費の節減などによる施設

を所有する地方公共団体の負担の軽減などが主な目的とされているところであります。

次に、課題でございますが、一般的に指摘されている課題としては、次のようなこと

が指摘をされております。

まず、地方においては、受託数業者が限られて、競走原理が働く場面が少ないという

こと、指定導入の結果が行政改革の面だけが過剰に着目されやすいこと、また、弾力性

や柔軟性のある施設運営という建前がありながら、実際には条例、施行規則などの関係

などで民間の実力が十分に発揮できないこと、あるいは指定管理期間の満了後も同じ団

体が管理者として継続して指定を受けられる保証がないため、受託した団体が人材育成

と同時に施設投資や運営面での長期的な計画が立ちにくいことなどの課題が指摘されて

いるところであります。

また、担当の各課から上げられた指定管理者制度運営委託上の具体的な課題といたし

ましては、業務の範囲や使用について協定書で詳細に定めるため、協定書にないことが

突発的に発生した場合には弾力的な運用ができにくいケースがあること、また、１社指

定による業務のマンネリ化をどう防ぐかということ、業者からのクレームに対する施設

所有者としての関与をどの程度まで行うかということ、施設や備品の改修、購入などへ

の対応、判断が難しいことなどが上げられているところでございますが、最も大きな課

題といたしましては、民間事業者の運営上のノウハウを生かした利用者数増加を図って

いるところですが、思ったとおりに利用者数が伸びていないということではないかとい

うぐあいに考えているところであります。

次に、指定管理を行っている施設、全施設の業務内容などについてでございますが、
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町が指定管理者制度を導入しております施設は多岐にわたっております。

まず１つ目として、社会体育施設がございます。指定管理者は、株式会社チュウブで

ございまして、業務内容は、社会体育施設などの管理、運営となっております。指定管

理を行っております施設は、農業者トレーニングセンター、運動場、野球場、陸上競技

場などで、指定管理の期間は２５年の４月１日から平成２８年３月３１日までの３年間

となっております。

次に、大山町福祉センターなかやまと大山町福祉センターだいせんでございますが、

これは指定管理者はそれぞれ社会福祉法人大山町社会福祉協議会でございまして、業務

の内容は、センターの維持管理及び福祉業務となっております。指定管理期間は、両施

設とも平成２１年４月１日から２６年３月３１日までの５年間となっております。

次に、大山町中山温泉館、生活想像館及び大山町立ふるさとフォーラムなかやま文教

の森四季菜園でございますが、指定管理者は株式会社さんびるでございまして、業務の

内容は、施設、設備及び器具の維持管理、施設の利用の促進、自主事業の企画及び実施

などであります。指定管理の期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日ま

での３年間となっております。

次に、夕陽の丘神田でございますが、指定管理者は株式会社チュウブでございまして、

業務内容は、夕陽の丘神田の施設の管理運営となっております。指定管理の期間は、平

成２５年４月の１日から３０年３月３１日の５年間となっております。

次に、観光交流センターでありますが、指定管理者は一般財団法人大山恵みの里公社

でございまして、業務の内容は、道の駅大山恵みの里の管理運営となっております。指

定管理の期間は、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日の５年間となっており

ます。

次に、スポーツ公園でありますが、指定管理者は一般社団法人大山観光局でございま

して、業務の内容は、大山町総合体育館の管理運営となっております。指定管理の期間

は、平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日までの５年間となっております。

次に、中の原スキー場でございますが、指定管理者は株式会社だいせんリゾートであ

ります。業務の内容は、町営中の原スキー場の管理運営、また、中の原スキーセンター

の管理運営、スキー場施設、設備の改良などとなっております。指定管理の期間は、平

成２２年１０月１日から平成２７年３月３１日までの約５年間となっております。

最後に、御来屋漁港水産物直売所でございますが、指定管理者は鳥取県漁業協同組合

でありまして、業務の内容は、水産物直売所の管理運営業務となっております。指定管

理の期間は、平成２５年４月の１日から３０年３月３１日までの５年間となっていると

ころであります。

各施設とも、事業⋞収支報告書の提出を受けているところでありまして、契約書とな

る基本協定書、年度協定書を締結しているところでございます。

以上で私のほうからの答弁にかえさせていただきます。
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○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ２番目の大杖議員さんからの指定管理者制度についての

御質問にお答えをいたします。

現在、町は、幾つかの公共施設を指定管理者制度により民間業者などに運営を委託し

ていますが、その最大の目的と課題は、並びに町が指定管理で委託している全施設の業

務内容、委託期間、事業収支報告書提出などの状況はとの御質問につきましては、先ほ

ど町長より述べていただいたとおりでございます。

教育委員会では、大山、中山、名和、合わせて敷地面積合計約１９ヘクタールの社会

体育施設を指定管理委託といたしておりまして、現在の株式会社チュウブは３社目の指

定管理業者となっておりますことをつけ加えさせていただきます。以上でございます。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） この指定管理者制度実施に当たって一番の課題は、問題

はですね、目的は、より多くの方々に利用して楽しんでいただくと、それは心の問題で

あったり体力的な面であったり、いろんな面での人生、生き方を豊かにしていく点だと

思いますが、先ほどの答弁の中で、利用者数がなかなかふえないということがありまし

た。それは本当にこれから指定委託業者の努力にお願いするところでありますが、しか

しながらですね、指定管理者は、利益を追求、目指すものが当然かもしれませんが、指

定管理料を払っている以上、町には収益の適正化という視点が必要と思われます。その

ためにはですね、町はですね、町は、指定管理者の業務運営の監督、チェック体制が必

要と思われるんですが、指定管理者が指定どおりの業務を適切に行って運営しているか、

また、目的以外の業務を行っていないかなど、運営状況の監督、チェックはどのように

して行われておりますか、お尋ねいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 大杖議員より、指定管理者のそれぞれの事業、業務のチェック

体制はということであります。それぞれ担当のほうから述べさせていただきたいと存じ

ます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 総務課のほうで総括で答弁させていただきます。

各指定管理ともですね、先ほど言いました事業報告書というものをですね、四半期、

半期のところになると思いますけども、そういう形で提出していただきまして、それか

ら年度の報告というような形で、どういう運営をしているかということを確認しており
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ます。適宜担当者のほうが現場にも行って確認をしているというふうに考えております。

それから、各事業所にですね、利用者のアンケートの用紙を設けるようにしておりま

すので、それで利用状況をですね、確認させていただくというような対応をとっておる

というふうに考えております。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） 一つですね、私ども、中山の温泉館ですか、生活想像館

というのがありますよね。あちらでゲーム機というのが設置されてるのを見かけまして、

これは目的外使用に当たらないかどうかということに関しては、どういうふうにお考え

でしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○中山支所総合窓口課長（杉本 美鈴君） 議長、中山総合窓口課長。

○議長（野口 俊明君） 杉本中山支所総合窓口課長。

○中山支所総合窓口課長（杉本 美鈴君） 基本協定の中で指定業者が行う業務がうたっ

てございます。この業務を行うために、行政財産の使用が許可されております。自動販

売機とかゲーム機、マッサージ機などを使用することは、指定事業者の自主事業の一環

とうたってありまして、目的外使用ではないと思っております。以上でございます。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） わかりました。

２番目なんですが、利益と余剰金についての問題でございます。

町が指定管理施設としている施設の中で利益が生じた場合ですね、これに関連し、２

００８年の総務省通達で、通知で、指定管理者に利益が出た場合の利益配分のあり方な

どを公募の条件として可能な範囲で明らかにしているかという指定管理者制度の運営上

の留意事項として通知されております。町は、この通知を受けて、どのように対応して

いるのでしょうか。例えばですね、現に利益が生じた場合に、町が配分を受けている指

定管理者と、出ていても配分が受けていない施設があるのであれば教えていただきたい

と思います。

また、その余剰金についてですが、余剰金が発生した場合、次年度の指定管理料に反

映するなどの措置が講じられているかどうかについてもお尋ねしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。
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○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 余剰金の取り扱いですけれども、町が指定をしております

指定管理施設の中でですね、収益が出ておりますのは、中の原のスキー場１カ所のみで

ございます。その他の施設につきましては、どちらかといいますと、指定料を、どちら

じゃなくて、指定料を払っておりますので、なかなか余剰が出るほどのものではござい

ません。

余剰が例えば出たときにもらうかということになりますとですね、赤字がひどくなっ

た場合、指定管理料をふやして払うかという問題にもなりますので、一応契約期間の中

での指定管理料は、当初の基本協定とですね、それから若干年間の修繕料とか施設費等

がありますので、年度協定の中でも変わってくる部分がありますけれども、基本的には

指定料は、指定管理料は変更は考えておりません。

中の原につきましては、担当のほうから。

○観光商工課長（福留 弘明君） 議長、観光商工課長。

○議長（野口 俊明君） 福留観光商工課長。

○観光商工課長（福留 弘明君） 失礼いたします。

総務課長のほうから答弁をいたしましたとおり、中の原スキー場につきましては、利

益が一定見込める施設を指定管理者制度の適用をしたところであります。この業務委託、

指定管理適用に当たりましては、スキー場、民間事業者の意欲をそがないことももちろ

ん必要でございますし、かといって町民の財産である施設、設備を使って１企業のみが

その利益を独占するということも、それは理にかなわないというところでありまして、

利益配分のルールを定めまして、利益の一定割合、中の原スキー場の場合は利益の３割

以上ということでございます。２４年度決算では３５％ほどいただきましたけれども、

３割以上という協定を締結をし、利益配分を行うといったようなルールづくりをしてお

ります。

蛇足でございますが、大山の駐車場の場合、これは県営でございますが、これもルー

ルづくりをしておりまして、鳥取県の場合は売り上げの１６％でしたか、を納めるとい

うような格好で利益配分のルールづくりをしているといったような実態となっておりま

す。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） ただいまの答弁の中でですね、今、利益のあったところ

はいいんですが、利益が出てないところが多いということなんですが、民間業者がやっ

ている以上、指定管理料も収入の一つなんですね。施設利用料、使用料ですか、それか

ら指定管理料、その他、ゲーム機とか自動販売機とかがありますけど、そういうものの

収入と、それからコスト的には人件費が一番多いと思うんですが、光熱費はどういうふ

うにしている、そういった収益報告書というのがつくられてですね、その業者は当然利
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益が出ないと、これはやるわけないですよね。その辺の利益の出方、指定管理料も当然

収入の、業者にしては収入の一部、一部、全部かもわかりませんけども、になるわけで

すから、その点をお聞きしているわけです。例えば年間経費が１億かかったとします。

指定管理料が１億だったと。売り上げ使用料が１，０００万円あったら、１，０００万

は当然、単純な話だけど利益になるわけですね。このことについてお尋ねしたつもりな

んですが、いかがでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 御質問に担当から答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 指定管理料をですね、単純に収益に加えるとそういう形に

なりますけれども、もともとがですね、町がやっておるときに赤字の部分を、その指定

管理料を払ってですね、それをできるだけ縮減していただくという形で支払っておりま

すので、当然民間業者ですので、赤字ではやれませんので、その指定管理料を、それは

しっかり使っていただかないけんですけれども、努力で収益をふやしていただいて、そ

の中で企業は黒字にしていただくということですので、当初の設定をこちらが考えてい

る以上に指定管理料以上の収益をどんと上げれば、大杖議員が言われるような形になり

ますけども、なかなか大山町というか、地方のですね、施設でそういうことは難しいと

いうのが実情ですので、それは３年とか５年の期間を見ながらですね、新たな設定をさ

せていただくという形になると思います。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） 最後の質問になりますが、ただいまの答弁のことも包括

することになりますが、こうした指定管理者の業務について、指定、それから選択です

かね、幾つもあればその中から１つの業者を選ぶというようなことも、選択ということ

も含めてですね、条例の制定や改正も含めて、指定管理者の指定、指定管理料の額です

ね、それから設定期間、これは先ほど説明いただきましたが、これらを明確に明示した

マニュアルがつくられているかどうかなんですね。そうしたことがあれば、ただいまの

利益配分についても業者と、それから行政側のわだかまりも払拭されるんじゃないかと

思います。

なぜならばですね、これまで行われてきた指定管理者の選定の際に、案件によって事

務のそういう取り扱いが異なってきたんじゃないかと。例えば指定管理料を設定した後

で指定管理者の指定を行ったりですね、逆の場合とか、もあったというふうに聞いてお

りますが、その辺は、このマニュアルのどおりに、があってのことなんでしょうか。お

聞きしたいと思います。
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○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） まず、指定管理についての条例、規則があるかということ

ですけれども、町のほうでは、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

というものと、これに関する規則をつくっておりまして、これに基づいて指定管理者を

決定するという形になります。

指定管理者のですね、やり方としましては、公募の場合とですね、公募が余り望めな

い場合、それから設置目的を効果的に、効率的にするためにですね、その特定の団体が

有効であるとこちらのほうで判断した場合ですね、公募によらない候補者の選定という

ことができるようになっておりまして、この中にあるものでは、福祉センター、それか

ら御来屋の水産施設、観光交流施設等が公募によらない選定という形でやっております。

それから、金額の設定ですけれども、こちらのほうが従前のですね、最初のときには

町が直営でやっておりましたときの金額、それから委託管理をしておりましたときの金

額、金額というか経費をですね、勘案しながら、それを示して業者にプロポーザルで提

出していただいてですね、それから事業内容につきましても業者の提案という形で出し

ていただいて、その中から選定委員会を開いて決定していくという形ですので、大まか

な管理費ですね、は示しておりますけれども、あとは業者の提案、それから管理費トー

タルを見て業者を決していくという形です。その中で、選定委員会をやったりですね、

プロポーザルを公開でやったものもありますので、そういう中で金額設定が若干やり方

が違うんじゃないかという印象を受けられたかもしれませんけども、基本的にはプロポ

ーザルでやっておるというような形になっております。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） わかりました。

いずれにいたしましてもですね、これらの業務を明確にしていく上でですね、指定管

理者制度の事務執行マニュアルを作成していただいて、事務の統一、公正なとり方を目

指してはいかがでしょうか。それが行く行く職員、スタッフの皆さんの適切な事務執行

にも資することにもなりますし、指定管理者として応募しようとする事業者の参入の参

考にも大いになると思います。指定管理とする目的もより明確に発揮され、事業の発展

を推進させるという大きな利点もあるということを申し上げまして、私の発言を終わら

せていただきます。ありがとうございました。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦議員にお願いしておきます。先ほどもあれしましたが、

一般質問は要望業務ではありませんので、質疑にしていただきたいと思います。
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最後に、質問にされませんか。

○議員（３番 大杖 正彦君） これを最後の質問にして、終わります。ありがとうござ

いました。（発言する者あり）

事務執行マニュアルの、統一した事務執行マニュアルの作成について、どう対応され

るか、おつくりになる考えはないかどうかお尋ねいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきましたが、もう一度答えさせてい

ただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 条例、規則、それから指定の様式等のですね、ひな形を統

一でつくっておりますので、それに基づいてやっておりますので、言われたようなこと

は対応しているというふうに考えております。以上です。

○議員（３番 大杖 正彦君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大杖正彦君。

○議員（３番 大杖 正彦君） それでは、質問を終わります。

○議長（野口 俊明君） 以上で３番、大杖正彦君の一般質問は終わります。

○議長（野口 俊明君） 次、４番、圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） ４番、圓岡伸夫です。通告に従って３問の質問をしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

まず最初に、どうする介護保険の要支援外しとして、町長にお聞きしたいと思います。

厚生労働省は、今月４日に開かれた社会保障審議会の介護保険部会で、要支援と認定

された高齢者に対する保険給付（予防給付）を廃止し、市町村に任せる新しい地域支援

事業とする方針を打ち出しました。現行の保険給付は、サービスの種類、内容、運営基

準、人員基準、利用料が全国一律で決まっています。しかし、新しい地域支援事業では、

内容は市町村の裁量任せで、人員、運営基準もなし、サービス内容も最悪の場合、旧町

単位でばらばらになることが危惧されますが、大山町でもし保険給付（予防給付）が廃

止された場合、どのような対応をされるのか。また、対象者、この場合、要支援１と２

の方ですが、対象者は何人なのかをお聞きしたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 圓岡議員からの１点目の質問でありますどうする介護保険の要

支援外しということにつきまして、お答えをさせていただきたいと存じます。
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先ほどの大森議員の御質問に対する答弁でも触れたところでございますが、現在、社

会保障審議会では、社会保障制度改革国民会議における報告を受け、平成２７年度の介

護保険制度改革に向け、予防給付から地域支援事業への移行について、審議が進んでい

るところであります。移行案では、要支援者について、現行の予防給付を段階的に廃止

をし、介護保険制度の新しい地域支援事業の中で、予防サービスや生活支援サービスを

効率的に実施することとし、事業内容については、市町村の裁量に任されるということ

になっているところであります。

人員基準や運営基準もなしとされていることから、各市町村間でサービスに差が出る

ことは十分に想像されるところでございますが、議員御指摘の旧町単位でのサービスの

差が出るようなことはございません。

町といたしましては、制度の見直しの内容を見ながら、新しい地域支援事業の中で、

地域の実情に応じた取り組みができるよう、事業を十分に検討してまいりたいと考えて

おります。

また、新しい地域支援事業の今後の予算の拡充、これについては要望してまいりたい

と考えております。

なお、平成２５年８月末現在の本町の要支援認定者数は２５２人であり、うち８月に

介護保険サービスを利用された方は１７２人というところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 先ほどの答弁の中でですね、旧町単位でサービスの差が

出るようなことはありません、こういうふうにはっきりとおっしゃられたわけでありま

す。

ところがですね、この国の社会保障審議会の介護部会で今話し合われていることは、

受け皿として、ＮＰＯであったり、地域で、またボランティアでということが議論され

ています。私がここの通告の中で、旧町単位でとあえて書いたのは、本当にボランティ

ア、また地域でとなった場合にですね、Ａという地域では、公民館をなら利用してやり

ましょうという方がおられたとします。だけど本当に、ならＢとかＣでそういう方がお

られるのか。ならその人はなら本当に、ならＡで仕方がないので、ならＡでこの人たち

もお願いしますとなったときに、本当に建物の面積であったりボランティアの人員であ

ったり、そういうものの容量的、マンパワー的にですね、本当にできるのか。やはり今

の保険給付はですね、内容や運営基準、人員基準、そういうものが一律で決まっている

わけですけども、国がそうやって地域の裁量に任す。限りなくきれいに聞こえる。言葉

としてはきれいに聞こえますけれども、本当でそれが地域の実情に合っているのかとい

うことが非常に危惧されますので、本当に大山町としてですね、先ほど答弁の中で、旧

町単位でサービスの差が出るようなことはないというふうに断言された。私はそういう
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ふうにこの言葉で受け取っておりますけれども、再度確認したいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） いろいろなパターンのお話をいただきました。担当のほうから

述べさせていただきたいと思いますけれども、今、それぞれ検討なされている現状、そ

の中での一例として、ＮＰＯであったり、団体というようなお話をさせていただきまし

たけれども、現在、事業としてやっていただいている現状もございますので、そうした

ものも当然今後も生かしていくということになろうと思っております。担当のほうから

述べさせていきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 圓岡議員の御質問にお答えいたします。

現在も介護度、要支援が出ておられない方に対して介護保険の中で地域支援事業を行

っておりますが、この中での総合事業でも市町村の裁量に任されており、人員基準、運

営基準なしの状態であります。現在は、そういう状況でも旧町間で差は出ていないとい

うふうに考えております。

見直し案では、要支援１、２の方についてもこの地域支援事業に移すということで、

議員御指摘のように、今現在、介護保険部会のほうで議論が進んでいるところでござい

ますが、今はまだ議論の途中でございます。議員御指摘のこの移行案というのは、９月

４日に示された事務局案でありますが、その中で、既に委員の中からもこの事務局案に

対して異議が出ているという現状でありますので、今後、さらに年内、あと７回の介護

部会が予定されています。その中で、るる示されるであろうメニュー等を勘案しながら、

旧町間でのばらつきが出ないように努力していきたいと思っているところでございます。

以上です。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 今、町長がですね、今の事業を生かしていきたいという

ふうに答弁されました。課長のほうも、議論の途中で、あと７回議論がありますよとい

うことを言われるわけですけれども、今、私が今の答弁でひっかかったのは、今の事業

を生かしていく、本当にこれはいいことだと思うんです。ところが、多分間違いがなけ

ればですね、今の事業というのは国の予算が２５％ぐらい入っているのではないかとい

うふうに、ちょっと数字が違ってたらまた後で訂正をお願いしたいと思いますが、それ

にしてもですね、国の予算が幾らかの割合入ってるんだろうと思うんです。今の議論は

ですね、結局、国がこの負担割合をやめたい、そういうところから来てるんだろうと思

うんです。そうした国の予算がなくなったときにですね、そのあいた穴をなら県、大山

町、それから利用者、この３者が例えば穴を埋めてですね、果たしてできるのか。利用
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者さんがその負担に耐えれるのか。町もですけれども、利用者さんのことを一番心配す

るわけです。

その辺、もう一度答弁をしていただきたいということとですね、これまでですと国会

がねじれてましたから、なかなか自民、公明の思っていることが真っすぐ出てこない部

分はあったんだろうと思うんです。ところが今、国会がねじれてません。議論されてい

ることが、僕は恐らくところてんのようにそのまま出てくるんだろうと思うんです。各

自治体におりてきたときにはもう既に決まった後ですから、決まるまでにですね、町長

の立場として、本当に大山町に照らし合わせたときにですね、これが住民の福祉を守る

ためになるのか。もしならないのであれば、あらゆる機会、チャンネルを利用して、国

に対して少しでもよくなるようにですね、異議を唱えるべきだというふうに私は思うわ

けですけれども、町長のお考えを２点お聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 御質問をいただきました。

先ほども担当のほうからも述べましたように、この案件については、今、審議が進ん

でいる、進行中というところでございます。確定をしたというところではございません。

あわせまして、先ほどの今行っています事業関係、これが今後廃止される中での新しい

地域支援事業へという方向性、これも審議中ということであります。とするならば、そ

の経過を踏まえる中で、やはり、先ほど冒頭にも述べさせていただきましたように、こ

の新しい地域支援事業への予算の拡充、これはしっかりと国のほうに要望していく、党

のほうに要望していく必要性があるということで、冒頭、要望してまいりたいというこ

とを述べさせていただいたところであります。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 話が長かったので、１つしか返ってこなかったなという

ふうに思っておりますけれども、最初の分ですね、本当に今の事業を生かしていく、こ

れ本当にいいことだと思うんです。そう願いたいと思うんですけど、国の予算が入って

いる中で、本当にこの国の予算を引き上げられたときにですね、町として本当に今の事

業を生かしていけるのかということを改めてお聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） お話しの点は要支援の方々、１、２の対象についてのことであ

ろうかなと思っております。そうした事業については、今、法定の中での事業というこ

とでありますけれども、これが新しい、今、検討されている中では、地域支援事業の中

も含めたことに検討がなされているという現状でありますので、その内容を精査する中

で、やはりそれに求めておられる方々もおられるという現状であるわけでありますので、
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そのためにも、先ほど申し上げましたように、新しい地域支援事業の中での予算の枠の

拡大、これは求めていかなければならないことであるという認識のもとで述べさせてい

ただいているところであります。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） ちょっと視点を変えたいと思います。

きょう新聞を見てましたらですね、これは特別養護老人ホームへの入所者の縮小、も

とへ、補助縮小へということで、例えば山陰中央新報などは１面で扱われております。

先ほどの答弁の中でですね、議論の途中で、あと７回あるというふうに言われたわけで

すけれども、厚生労働省のこの社会保障審議会の介護保険部会で今月中に話し合われる

ことは、要支援者を介護保険給付の対象から外す。ここの新聞の１面にも書いてありま

すように、特別養護老人ホームから要介護１、２の人を締め出す。一定以上の所得者の

利用料を引き上げる。施設の居住費、食費を軽減する補足給付を縮小することなどが話

し合われて、この後、１１月２７日には議論を取りまとめを行い、来月の通常、もとへ、

来年の通常国会に関連法案を提出し、再来年、２０１５年からの実施を計画しておりま

す。

そういった意味でですね、予算の拡大を要望するというふうに、町長、答弁されたわ

けですけれども、本当でですね、うちの母親も一応要介護１ですので、要介護１がどう

いうものなのかというのはよく理解できるところでありますけれども、話をですね、ち

ょっともとに戻してですね、実際この要支援１から要支援２の人もですね、幅がある、

症状といいますか、日常生活に対して幅があると思うんですけれども、こういう、この

人たちはですね、どういう状態なのかということを改めて、話を１回振り出しに戻しま

すけれども、説明をしていただきたいというふうに思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） それぞれのランクづけ等については、審査会、判定会の委員会

のほうで判定されるわけでございますので、その点について、担当のほうでわかる、現

状の中でお答えをさせていただきたいと思います。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） ただいまの御質問についてお答えをいたします。

まず、要支援１ということでございますが、一般的に介護認定の申請が出ますと、７

４項目において調査いたします。その中でいろいろとチェックをするわけですが、要支

援１というのは、食事や排せつはほとんど自分でできるが、要介護状態とならないよう

に、身の回りの世話の一部に何らかの介助、見守りとか手助けですね、を必要とすると

いう状態を言われております。
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要支援２は、この状態からちょっと状態が悪化するわけですが、要介護１になります

と、排せつや食事はほとんど自分でできるんですが、身の回りに介助が必要で、立ち上

がり歩行に支えが必要だったり、問題行動や理解の低下が見られることがあるというふ

うになっております。

要支援２の方はですね、この要支援１と要介護１の中間にありまして、いろいろとチ

ェック項目がたくさんありますので厳格には規定できませんが、要介護１相当の人のう

ち、心身の状態やけがの状態が安定していない人を除く。つまり安定しているというよ

うな場合は要介護１から要支援２に落ちたりですね、認知機能や感情等の障害により、

いわゆる予防給付の適切な理解ができないというようなことがない方が要支援２という

ふうに、大まかなところですが、このように大体規定しているところです。以上です。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 簡単に言うとですね、一人で生活をするのに誰かのお世

話にならなければ生活ができない、要は、できれば自立というふうに認定されてしまう

わけですから、本当に誰かのお世話に、あらゆるシーンでですね、お世話にならざるを

得ないということだろうと思うんですけども、結局こういう人たちもですね、介護保険

料を払っている。払いながら、今度、国がしようとしているのは、介護保険、今の制度

から１回退場してもらおうというね、そういうことだろうと思うんです。本当に国と、

介護保険制度、この制度ができた時点からいろいろと問題があってですね、財政的にも

破綻を、将来的に破綻するであろうというふうに言われておりますけれども、そういっ

た中で、継続的にできるようなことを考えると、こういうことが出てくるのかなという

ふうに思わないではありませんけれども、本当にこういうことがですね、利用者のため

になるのかというところに非常にひっかかるわけです。先ほど町長は本当に予算の拡充

を要望されるということでしたけども、こういう、今、国が打ち出してきている制度が

ですね、本当に住民のためになるか。率直な意見を、感想をお聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 介護保険制度の改正ということの視点の中では、やはりこれか

らの高齢化社会、団塊の世代の方々がいよいよこうした介護特会のほうにもまた対象に

なっていくというようなこと、そうした将来に向けての課題を抱える中で、持続可能な

やはり介護保険制度、取り組んでいくという制度を視点に置きながらのこのたびの改定、

改正、あるいは検討であるというぐあいに思っております。そうした中で、各有識者、

国のレベルでいろいろな議論を闘わせながら、道を定めていこうということであります。

そういう中で、やはり地方として私たちが求めておかなければならないのは、業務がふ

えても、あるいはあって、そこに予算がないということが非常に厳しい状況があるわけ

でありますので、予算の確保ということをこれからも、これは私ということよりも、全
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国町村会、あるいは県の町村会、そうした視点の中で大きく、またこの審査委員会の中

にもそうした視点の中での御発言もしっかりと出てくるものと思っているところであり

ます。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 次に移りたいと思います。

次に、旧甲川マス釣り場上側の堰堤のしゅんせつの働きかけをというテーマで町長に

お聞きしたいと思います。タイトルをつけるのに、「の」「の」「の」で、これは何と

かならないかなというふうに思いましたけれども、どうにも私の知恵ではなりませんで

したので、非常に変なタイトルをつけましたけれども、聞いていただきたいと思います。

７月１５日の豪雨によって、甲川水系の多くの井手で、井手口が土砂で埋まりました。

これによって多くの農家の方が労力や金銭の負担を余儀なくされました。しかし、原因

の大もとは、過去にもこの議会で取り上げられましたが、船上山山系の一部が崩壊した

ことによって、その土砂が甲川に流れ込んだことにあります。

今から１０年ほど前、旧甲川マス釣り場の上側の、上側にある堰堤の上には、当時の

小学校６年生の男の子が十分に泳げるだけのふちがありました。しかし、先日行ってみ

ましたが、今はその面影がないほど土砂がたまり、場所によっては河床そのものが以前

より高くなっているところもあります。

台風シーズンを迎え、今後、いつあのような豪雨が再び降るかもしれません。今後の

被害を最小限にとどめるために、県にしゅんせつを働きかけるべきではないかと思いま

すが、町長のお考えをお聞きしたいと思います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ２点目の質問でございます旧甲川マス釣り場上側の堰堤のしゅ

んせつの働きかけをということにつきまして、お答えをさせていただきます。

砂防堰堤は、流域における後背地域の保全、土砂流などの土砂流出による土砂災害か

ら下流部に存在する人家、耕地、公共施設などを守ることを目的として、主たる目的と

して設置されているところであります。その機能は、設置してから満砂になるまでは、

土石流対策などの上流から流出してくる土砂をためる効果、満砂となりましてからは、

河道侵食防止、そして山脚固定の効果をあわせ持っているところであります。

議員御指摘の旧甲川マス釣り場の上手側にあります堰堤は、管理者の鳥取県に問い合

わせたところ、現在は土砂がたまり、山脚固定の効果を発揮をしている状態であるとの

回答をいただいているところであります。

しかしながら、私も議員同様、川底の堆積は危惧しているところでございまして、従

来から鳥取県に対して満砂除去の要望は行ってきたところでございますが、今後も粘り
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強くしゅんせつ実現に向けて要望を続けてまいりたいと存じます。よろしくお願い申し

上げます。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 正直、どういう追及質問をしようかなというふうに思っ

ておりますけれども、この答弁を見ますとですね、満砂となって、砂が要は満杯になっ

てからは、河道侵食防止の効果があるというふうに書かれております。平素の水はです

ね、確かにこれでね、間違いはないというふうに思うんです。ところがですね、近年と

いいましょうか、ここ最近の雨はとんでもない、予想もつかないといいましょうか、本

当にバケツをひっくり返すどころか、もっとすごい雨が短時間、はたまたそれよりも長

い時間降って、各地でいろんな悪いことをするわけですけれども、町長にお聞きしたい

と思いますけど、この県の感触は、正直なところはどうなんでしょうか。例えばですね、

ここでの答弁も、検討します。検討も、前向きな検討もあれば、何か検討しただけで足

踏みをしているような検討もあれば、場合によっては何かこれは後ろ向きじゃないかと

いうような検討もあるわけですけれども、その辺の町長が感じておられるところの雰囲

気的なものはどうなのかお聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 相手の心持ちはわかりません。しっかりと要望を続けていくと

いうことでございます。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 実際ですね、これは私の感覚でありますけれども、大体

見た感じが２０メートルの５０メートルの、１メートルから１メートル２０ぐらい、だ

から１，０００立方メートルから１，２００立方メートルぐらい、恐らく僕が知ってる

昔の状態からいえばそれぐらいの土砂がたまってるんだろうというふうに思います。そ

のことを頭に入れておいてもらってですね、粘り強く交渉をしていただきたいというふ

うに思いますけれども、県もですね、それは打ち出の小づちがあるわけではありません

から、なかなか首を縦に振らないであろうというふうには思いますけれども、ぜひとも

町長に頑張っていただきたいというふうに思いますが、改めての決意を聞いて、次に移

りたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 改めてということでございますけれども、毎年８月の上旬に実

行委員会の皆さんのお力をいただいて、甲川の渓流まつりがございます。鶯橋のちょう

ど下のほうの広いエリアを使って、そうした活動を長年続けていただいております。私
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もずっと毎年のように参加をさせていただくところでありますけれども、昨年、そして

ことし、非常に上流のほうでの豪雨といいますか、水量が多いということで、例年そう

したマス、甲川のいわゆる放流のステージが非常に変わってしまったと、たくさんの土

砂がそこのエリアに集まってしまったと。当然そういうことでありますので、下流域の

ほうにもですね、たくさんの土砂が流出してきているというぐあいに思っております。

おっしゃっておりますのは多分そこから３つ４つぐらい下の部分の堰堤のエリアかなと

思ったり、話かなと思ったりしておりますけども、いずれにしても、そういった下流域

の部分について、ここ数年、たくさんの土砂流出という現状がありますので、そうした

現状を見ることを含めてですね、やはり県のほうにも引き続き要望をしっかりと進めて

いきたいということであります。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） それでは、次に移ります。

最後に、アベノミクスと畜産業というテーマで町長にお聞きしたいと思います。

円安の進行で、大山町の主要産業の一つである畜産業に深刻な影響を与えつつありま

す。搾乳、肥育、養鶏、採卵、養豚、どれをとっても配合飼料を欠かすことができませ

んが、近年、この配合飼料の高騰に加え、アベノミクスによる円安でさらに飼料価格が

高騰しています。このままではＴＰＰ以前に多くの農家が廃業を余儀なくされるかもし

れません。この問題に町単独で取り組むことはできないであろうし、望んでもいません

が、県や、特に国において対応するよう働きかけるつもりはないのか、町長にお聞きし

たいと思います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ３点目の質問でありますアベノミクスと畜産業という御質問に

お答えをさせていただきます。

議員御指摘のとおり、近年の配合飼料価格の高騰と急激な円安に伴い、本年４月から

６月期の配合飼料価格はトン当たり６万６５０円でございまして、前年同月比と比較を

しますと、トン当たりで３，１５０円上昇いたしております。このことにより、畜産経

営は厳しい状況となっているところであります。

国の対策といたしましては、配合飼料価格安定基金があり、価格高騰時に一定の要件

のもと、補填金を交付するものであります。基金の発動基準を直近１カ年の平均価格を

１１５％から１１２．５％に下げることで、支援の拡充を図っております。加えて、国

の緊急措置として、通常補填基金の生産者負担分、これの助成を決定いたしているとこ

ろであります。

県の対策といたしましては、自給飼料生産基盤の整備や和牛放牧を推進することで飼
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料自給率を引き上げ、輸入飼料価格に左右されない畜産経営を目指して、畜産飼料高騰

緊急対策事業を実施しているところであります。具体的には、自給飼料生産に必要な機

械などを購入あるいはリースする場合に、導入経費の一部を助成し、また、耕作放棄地

などで和牛放牧を実施するための電気牧柵など、機器整備への助成を行ったりしている

ところであります。

町といたしましてもさまざまな機会を捉えて、国、県に対して対策の拡充を要望して

まいりたいと存じます。以上です。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 本当この原稿をつくるに当たりまして、本当にいい時代

になったなと、８年ぶりにこの議場に帰ってきましたけれども、以前ではここまでイン

ターネットに情報が出てるのかと本当に思うぐらい、今、インターネットを使えばいろ

んな情報が出てます。たまたまいろいろ見ておりましたら、農林水産省の平成２３年度

での畜産業の農家の経営実態というものが出ておりました。それが１２月３日にその結

果が発表されていたわけですけれども、それによると、肥育牛経営では、農業粗利益４，

５７７万円に対して農業経営費４，１９３万円で、差し引き３８４万円の残りです。年

間ですから、これ、月に直せば３２万円。恐らくこれ、粗利益を４，５７０万も出そう

と思えばですね、とても一人では面倒を見切れない。２人とか、もしくは時間でですね、

誰か人を頼んで経営されているのかなというふうに思いますけれども、そういう経営体

で３８４万円です。しかも昼休憩にちょっと聞きましたら、４，５００万の粗利益だと、

この中から消費税も要は納税義務ではないかというふうに言われましたけれども、本当

にこのアベノミクス、円安に加えですね、今後まだ消費税も上がる。そういった中で、

僕もこの間、いろんな牛を飼っておられる方とお話をしましたけれども、まずこの１，

０００万からの納税義務を何とかしてほしい。１，０００万で生活しようと思ったって、

とっても牛じゃあ生活できないよということを言われました。また、実際、飼料もです

けれども、肥やし、肥料ですね、肥料に加え、燃油も上がり、とっても経営は大変だと

いうふうにお聞きしました。

これは随分以前の話、まだＢＳＥのころもあちこちの農家さんともいろいろお話をし

ましたけれども、このときにある御婦人の方が言われました。この方は、旧知、昔から

の知り合いでしたので、たまたまいろんな具体的な話が聞けるかなと思って話をしたら、

この方は言われました。圓岡さん、最近の牛はね、雑食性になったのと言われるんです。

へえって言ったら、私の年金まで食っちゃうんだよって言われて、恐らく今こうやって

配合飼料が上がる中で、またそういう状態が起きているのであろうというふうに思いま

す。

また、これはある搾乳の御婦人の方でしたけれども、牛たちは私たちよりもいいもの

を食べてるのと言われましたね。人間は、変な話、お勤め品であったり、いろんな特売
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品であったり、そういうものを買いながらですね、日々いろんな食事を準備されること

ができるという意味合いですけれども、牛たちは、この配合飼料、答弁の中で、輸入飼

料価格に左右されないというふうに言われるわけですけれども、特に搾乳などはですね、

かなりの配合飼料を食べさせないと、所定の乳質が保てない、そういうふうなことも言

われました。

僕は、大山町は本当に、搾乳しかり、肥育しかり、いろんな畜産業が盛んな町だとい

うふうに思うわけですけれども、ぜひともこの皆さんの声をですね、県、国、本当にど

の質問にも、原稿をつくってて思ったことですけれども、共通します。あらゆるチャン

ネル、あるゆる機会を利用してですね、とにかく町民の代表として、町民の声をぜひと

も上に届けていきたいというふうに思いますけれども、町長の答弁をお聞きしたいと思

います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 私もその思いで国、県のほうに要望活動を、要望してまいりた

いというぐあいに思います。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君。

○議員（４番 圓岡 伸夫君） 以上で終わります。

○議長（野口 俊明君） 圓岡伸夫君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は４時５分といたします。休憩い

たします。

午後３時５５分休憩

午後４時０５分再開

○議長（野口 俊明君） 休憩前に引き続き、一般質問を継続いたします。

再開します。

次、１２番、吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） それでは、皆さんお疲れのことと思いますが、よろしく

お願いいたします。

通告に従いまして、今回は１問質問させていただきます。

大山町における防災、減災の取り組みはという質問であります。

去る９月１日は防災の日でした。９０年前のこの日、関東大震災が起き、死者は１０

万５，０００人に上ったと言われています。日本列島はそれから幾度も大地震に見舞わ

れましたが、特に記憶に新しい東日本大震災の災害の経験から得た教訓といえば、減災

ということではないかと思います。被害をゼロにするということは不可能ですが、減災
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によって救える命は多いということを体験したわけであります。

大山町においても記録的な豪雨や豪雪の大被害を経験しており、他人事ではありませ

ん。

気象庁は、８月３０日、特別警報を発し、直ちに命を守る行動をとるよう呼びかける

新たな運用を始めたところです。

町長は、所信表明の中で、安全⋞安心な町づくりを表明されました。防災、減災の町

づくりは進んでいるでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員より、１問、大山町における防災、減災の取り組みは

ということについて御質問をいただきました。特に９月１日が防災の日ということかも

しれません。今回の議会では防災に関する御質問を多くいただいているところでありま

す。

防災の日は、昭和３５年に制定をされましたが、その制定に至った経緯では、経緯で

ありますが、９月１日は関東大震災が発生した日であるとともに、暦の上では２１０日

に当たり、台風シーズンを迎える時期でもあります。また、昭和３４年９月２６日に上

陸した伊勢湾台風によって戦後最大の被害をこうむったことがきっかけとなり、地震や

風水害などに対する心構えなど、そうしたものを育てるために、防災の日が制定された

ということでございます。

当時の官報資料によりますと、政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く

国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について認識を深め、これに対処

する心構えを準備しようというのが防災の日創設の狙いでございます。もちろん災害に

対しては常日ごろから注意を怠らず、万全の準備を整えていなければならないわけであ

りますけれども、災害の発生を未然に防止、あるいは被害を最小限にとめるにはどうす

ればよいかということをみんなが各人の持ち場で、家庭で、職場で考え、そのための活

動をする日をつくろうということでございます。そこにこうした内容のものが趣旨とし

て、制定の趣旨として記されているところであります。今にも通ずる内容でありまして、

過去の教訓を風化させずに、一人一人が自然災害への心構えと備えを考える日としたい

と存じます。

議員が指摘されておりますように、東日本大震災の教訓の一つとして、減災というこ

とが上げられます。これまでは、例えば津波に対しては、それを防ぐ高い防波堤を建設

するということで、防災、災害を防ぐという考え方で各種の施策が進められてきたと存

じます。しかし、自然災害は、人間が考える以上の猛威を振るうことを改めて認識され

る災害でもございました。これからの災害対策は、防災、また減災の両面から取り組む

必要があると考えております。
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また、平成７年に発生をいたしました阪神⋞淡路大震災や平成２３年に発生をいたし

ました東日本大震災など、日本列島は地震の活動期に入ったとされ、さらに地球温暖化

やヒートアイランド現象の影響などで、局地的豪雨や猛暑、干ばつ、竜巻、雷など、極

端な気象が頻発する傾向が顕著になってきていると言われているところでございます。

議員より防災、減災の町づくりは進んでいるかということでございますが、本町では、

風水害、地震災害などに対応するため、地域防災計画を策定をし、防災体制の整備、災

害時の対応手順、防災知識の普及、啓発などを行っているところであります。毎年秋に

は住民の皆さんや消防団、広域消防、また警察など関係機関にも参加をいただいて、総

合防災訓練を実施をし、災害への対応や防災意識を高めておるところでございますが、

本年度は１０月２７日に中山地内で大雨による土砂災害を想定をした訓練を行う予定で

ございます。

昨年は、東日本大震災の津波の状況を踏まえて、町内沿岸部の防災行政無線が聞こえ

ない、また聞き取りにくい区域に屋外スピーカーを設置をいたしました。また、津波が

押し寄せる可能性のある区域の公民館、避難所、避難経路などに海抜表示板、これを設

置をし、また、津波ハザードマップの作成も行い、配布をさせていただいたところであ

ります。

本年度は、土砂災害のハザードマップと防災マップの見直しを行ったものを作成し、

今後、全戸に配布をする予定といたしているところであります。また、海抜表示板につ

きまして、追加の要望がございますので、その追加や、津波が発生した際に使用する避

難路の整備などを進める予定でございます。

杉谷議員への答弁でも述べましたけれども、災害時の対応は本町だけでは困難なこと

が多いと思います。本町では、県内や県外の自治体との協定、また民間事業者との協力

協定などを締結して、災害時への対応に努めているところでもあります。

そして自助、共助、公助という言葉がございます。阪神大震災のとき注目され、また、

東日本大震災で改めて認識をされたところでもあります。大きな災害時の対応として、

まずみずからがみずからを守る。家庭を守る。そして次に近隣が互いに助け合って地域

を守る。そして行政、警察、消防など、地域を守っていくということであろうと思って

おります。防災体制の整備とあわせ、自主防災組織の育成、防災意識を高めるための情

報提供など、さらに努めてまいりたいと考えているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 詳しい御答弁いただきましたが、実はですね、私も、そ

の最後のところですけれども、自主防災組織を立ち上げて、私の前にいただいた資料で、

２３年の１月現在ではまだ８１だったのが、今はふえて１０８になったということで、

順調に推移しているとは思いますが、立ち上げるだけでは減災の意味がありませんので、
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育成についてお尋ねしようと思っていました。

それで、組織の育成なんですけれども、それぞれ自主という言葉がついているという

ことで、自主防災組織の活動状況とか１年間の計画、そしてまた最低限どんなことが行

われているかとか、そういうことについては把握はされていますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員の質問に担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 自主防災組織につきましてはですね、活動に対して補助金

を出しておりますので、年度当初に活動の計画を出していただきまして、実績報告等を

いただいておりますので、どういう活動をされておるかということは把握しております。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 自主ですので、なかなかそれぞれにばらつきもあると思

います。そして今はですね、防災意識の高まりということがすごく大事だと思うんです、

この時期にはですね。それでですね、防災意識を高めるために、お互いにやはり情報交

換とかそういう場もあったりして、それから補助金を出しているからにはですね、ある

程度避難訓練とか、そういうことは一番、最低限とか、そういう指針とかもこれから出

していかなければと思うんです。

それで、情報交換についてはですね、自主防災組織の連絡協議会とか、そういうもの

はできていますか。それと最低限避難訓練について指針を出すとか、そういう２点につ

いてお答えください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 指針といいますか、補助金を出すに当たりまして、防災訓

練とかですね、避難訓練等、そういうような活動をしていただかなければ払わないとい

うことになりますので、そういうことはしていただいております。

それから、自主防災組織の全体の会というようなものは現在のところはまだつくって

おりません。うちの集落でいいますと、消防を呼んだですね、救急救命の研修というか、

そういうようなことをやったこともありますので、各集落、いろいろな取り組みはされ

ておると思います。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。
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○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） そうですね。なかなか、地域によって取り組み方がなか

なか、人材もありますし、熱意もありますし、なかなか、地区の事情があると思うんで

す。それで、私が何で連絡会議といいますと、ここに新聞の記事がありまして、鳥取市

の湖山西地区の防災フェアというので、地区まちづくり協議会と自主防災会連絡協議会

が主催しております。そういうのもあるわけです。そういうときに何をやられたかとい

うと、ＡＥＤの操作と消火体験。考えてみればＡＥＤもいっときすごく皆さんあちこち

に設置しましたけれども、実は使えなかったりします。そういう情報がお互いに大山町

でもこんな取り組みしてるよという情報が入ると、また新たに防災意識も高まり、また

いつもと同しことをやらなくて、きちんと違う防災体制ができたりすると思うんです。

ですので、その点について、町長はどういうふうにお考えになりますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） いろいろ話をされたので、連絡会議の設立のことかなと思って

今承ったところですけども、それぞれ集落で取り組みをしていただいて、今、１０８の

自主防災組織があるという現状でありますけれども、でも全体からすると６５％という

ようなところであります。今後、杉谷議員のほうでも話をしましたように、今後もさら

にそうした集落での防災意識を高めていただく、あるいは取り組む体制をつくっていた

だくということでの自主防災組織、集落での組織化、設置を進めてまいりたいというぐ

あいに思っております。

今現在、連絡協議会といいますか、会議ということ、初めて聞かせて実はいただきま

したので、またそういったことについて勉強させていただきたいなと思っているところ

であります。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 次にですね、このごろやたらにというか、本当はまれに

なんですけど、特別警報というものが発せられております。これについては新しい警報

だと思います。特別警報についてですね、私たち町民も本当によくわかっているのかど

うかというところもあります。そしてこの特別警報はですね、直ちに住民へ周知の措置

をとることが市町村に義務づけられているとなっておりますので、これについて、杉谷

議員のときにはですね、同じように警戒態勢を呼びかけるとか、そういう答えでしたが、

特別警報に対しての対策をお聞きしたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より述べさせていただきたいと思いますが、議員述べられ

ましたように、法で定められた義務がある、情報提供の義務があるということでありま
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す。そうしたことに従って速やかに対応していくということであります。担当より答え

させていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 特別警戒、警報ですけれども、ことしから運用を開始して、

先ほど京都市が、福井ですか、広範囲で警報が発せられました。４市町ほど特別警報が

出たときに対応ができていなかったということで、対応ができていなかった自治体があ

ったということをお聞きしております。災害が夜間であったというようなこと、急速に

水があふれたり、水かさが増したというようなことで、対応がなかなかできなかったと

いうようなことはあると思います。

町のほうでですね、対応ですけれども、杉谷議員のほうにも御答弁しましたけれども、

地震、津波のような急な災害、今回竜巻もあったようですけれども、以外の場合はです

ね、台風というような場合、まず注意報、それから警報というような形で順次警戒レベ

ルが上がってきて、最終的に特別警報というような形になると思いますので、町のほう

では、そういう場合には職員が待機してですね、防災無線等での注意喚起、避難命令等

々に対応します。ですのでこの特別警報が出る以前の段階で、普通に考えれば避難ので

すね、対応をとるというような形になるというふうに考えております。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 特別警報はですね、発表段階で状況が既に切迫して、屋

外への避難が危険なことすらあるというような状況で、結局もう最後は個人の判断とか、

そういうことに委ねられてくるわけです。ですので周知が大事だということで、なるべ

くたくさんの人に、屋外にいる人も屋内にいる人も、周知の方法を高めないといけない

というふうに思います。

それで、大雨特別警報を発表するときの目安はですね、４８時間雨量でどれだけたま

っているか。一気に雨量が高まった場合、５０年に１度ということだそうですが、それ

が起こってしまった。杉谷議員も言われましたけれども、京都の嵐山の渡月橋が、あれ

が埋まる、水で埋まるなんて光景は皆さん見たことがなかったではないでしょうか。そ

してまた、またもう一つの場合はですね、長時間の雨がずっと降ってしまって、気づか

ないうちに雨量がふえたと、そういう場合の特別警報もありますようです。新聞により

ますと。こんな場合はですね、４８時間雨量の特別警報の場合は、恐怖を感じるような

猛烈な雨が降らなくても切迫した状態になっていることがあって、こんな雨は初めてだ

と思っている、こんな状態になるのは初めてと思っているうちになってしまったという、

そういう特別警報もあるそうです。そういうときにですね、やはり、詰めておられると

言いました。確かに警報のときは詰めておられると思います。ですので周知の方法をも

っときちんと考えていかないといけないと思うんです。ですので広報無線が１時間に１
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回なら、２時間に１回なら１時間に１回、また３０分置きとか、また、声の大きさもで

すね、屋外で、普通は防災無線で皆さん案外うるさいとか、赤ちゃんが起きるとかって、

ちょっと弱められたこともあります。ただ、特別警報のときは特別であって、声の大き

さを最大限大きくするとかできるのかわかりませんが、そういう準備というものが要る

んじゃないかと思うんです。そしてこの特別警報というのはいつ起こるかわからないの

で、本当に早急に特別警報に対するマニュアルといいますか、そういうものができない

といけないのではないかと思いますが、どうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 補足的なところは担当課のほうから述べさせていただきたいと

思いますけれども、たびたび述べさせていただいておりますように、警戒警報の段階、

あるいは注意報の段階で、役場のほうにそれぞれ詰めて、体制を組んでいる状況であり

ます。そうした状況を踏まえる、状況の中で警戒をしつつ、この特別警報というのが発

せられるということになりますれば、当然、これは法で定められた周知でありますので、

早々な対応の中で周知徹底をしていくということであろうと思っております。昼であれ

夜であれ、するべきことはしていくということであろうと思っております。ただ、大切

なのは、このことについてやはり住民の皆さん、町民の皆さんがしっかりとこのことに

ついて理解をしていただいて、やはり夜であったり、いろんな場面での、場所によって

状況が異なりますので、最終的には本当にそういった情報、周知の情報を得て、それぞ

れが命を守る体制の判断、行動を起こすということであろうと思っております。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 今、私が尋ねましたのは、特別警報の場合の周知の仕方

で、防災無線とかの音量とかの問題はどうなのかということも尋ねました。外のことも

ですね、外の音量もですね、大きくできるのかどうか。やはり特別警報というのは違い

ますので、そのことをお聞きしましたが、どうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 音量ということですけれども、音量は調整がききますので、

特別警報のような緊急時には最大音量で流すということになると思います。

それから、定期的な、何ですか、注意喚起というようなことを言われましたけれども、

災害の場合ですね、状況、その災害の状況によったりしますので、それは適宜避難指示

とか勧告とかいろいろ流すという形で、一律的なものではないというふうに考えており
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ます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 特別警報については周知をお願いしたいということで、

警報自体の中身もこういうものですよというのを防災マップとかされるときにですね、

皆さん、直ちに命を守る行動というのは日ごろ考えなければいけない、特別警報は本当

に特別な警報だということをきちんと知らせていただけたらと思いますが、その点につ

いては追及をそれ以上はできませんが、豪雪対応マニュアルというのを私は持っていま

す。以前いただきました。大豪雪が記憶に新しいほどありましたです。それで、それに

ついての、終わった後にすぐにつくられたようであります。２３年の１月１１日から１

４日あたりに各課長がいろいろとマニュアルをつくったりしておられます。災害は忘れ

たころにやってくるといいまして、ことしの正月は割かし静かな正月でしたが、これも

わからないわけであります。それについて、豪雪で何か、まずは古きをたずねというこ

とで、学んだこと、または課題とかありましたらお話しください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 私のほうから１点だけ述べさせていただきますが、現場の状況

を的確に正しく知るということの必要性であります。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） さかのぼって申しわけないんですけれども、対策マニュ

アルというのは、豪雪のマニュアルは、これちょっと多分更新しないと、いろいろな場

面で、窓口課の名前とか、全部変わってますので、そのことについては更新が必要では

ないかと思います。

それで、豪雪だけではなく、豪雨に対しても、ここは、大山町は阿弥陀川、名和川、

甲川と大きな川が３つあります。そして何年か前の台風のときもですね、本当に災害が、

もう本当に水位が上がってですね、私自身も見に行きましたけれども、あと何センチで

避難勧告が出るんだろうかというぐらいの災害がありました。大山寺の参道も壊れたり

して。そういたしますと、やっぱりそういうことを教訓にしてですね、こういう、今、

天変地異がどんどん起こっておりますので、豪雨対応マニュアルというのもつくられる

のかどうか、そして豪雪マニュアルについての反省点で、指示命令系統というのがきち

んと把握できているかどうかというのもありました。それで、その２点を聞きたいと思

います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

－１７４－



○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 河川の氾濫の場合の対応マニュアルということですけれど

も、河川のほうにつきましては、避難勧告等の発令基準というものをつくっておりまし

て、その基準に基づいて防災計画のほうで対応していくという形で考えております。

豪雪につきましてはですね、２２年から２３年の豪雪は非常に、何ていうですか、今

までになかった豪雪で、なかなか対応ができませんでしたので、各課のほうで対応した

ものをまとめてですね、今後に生かすということでつくったものでございますので、河

川のほうにつきましては、現在のあるもので対応するというふうに考えております。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 豪雪マニュアルにこだわりますけれども、そのときに豪

雪の経験、その当時ですね、したときにですね、各支所にまず行くこと自体ができなか

ったりしました。そしてその指示系統に対して順番が決めてあったと思うんです。課長

とか。それについて、誰が指示を出すのかというところで、きちんとそういうマニュア

ルを、万が一旧大山に住んでて名和の本庁に来なければならないとか、そういうことが

あったりしますけれども、旧大山でしかできないとか、そういうときの指示の系統とい

うのはきちんとされてたほうがいいと思います。

そして、住民側の苦情でですね、一つ結果報告で、例えばですけど、豪雪のときに除

雪路線の明確化というのがありました。どこから除雪がされるのか。大概の電話応対と

いうのはですね、結局住民さんからの苦情とか、早く雪道をあけろとか、そういうのの

応対で大変だったって聞いております。結局本当に情報を提供しようとして、この道路

は例えば救急車が立ち往生して通れませんからだめですよって情報を提供しようと思っ

ているのに苦情の電話ばっかりがたくさん行きまして、うまく対応ができんかったと。

住民さんのほうも、せっかくの情報なのに、除雪の要望かと思われたと、そういうふう

なこともあったらしいですので、とにかく豪雨であろうと何であろうと、災害本部が立

ち上げたときに、情報処理と、それから苦情処理と、そういうところのきちんと番号を

知らせるとか、細かいですけれども、そういうことをしておくと、現場で対応される職

員さんは本当に電話対応でもう大変だった、３人ぐらい人が要ったということを聞きま

したので、その点について、というのはですね、本当に私たち、災害、今ないですけど

も、特別警報が出るようなこの世の中で、きちんと細かいことを聞かせていただいてお

ります。どうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほど吉原議員より質問がありました中で答えさせていただき

ました。現場の状況を的確に正しく、早く知っていくということの必要性であります。
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そのことがございましたので、各自主防災組織、あるいはないところでありますれば、

区長さんも含めて、各集落、自治会にですね、町のほうから自治会あるいは集落の情報

伝達の状況、受けていただく方、あるいは発信をしていく方、ナンバーワン、ナンバー

ツー、ナンバースリー、そうしたことの届け出をいたして今おるというところでありま

す。

補足を担当より答えさせていただきます。

○副町長（小西 正記君） 議長、副町長。

○議長（野口 俊明君） 小西副町長。

○副町長（小西 正記君） 前回の豪雪のときでございますが、３１日の夜中から県庁の

ほうと直接電話連絡をとりながらやっておりました。その間、庁舎のほうには宿直の方

しかおられないということで、まず第１番に、役場の近くに住んでいる職員３名ほど、

１１時前ぐらいから直接出てくれということで、歩いて来させてます。そのほか、３名

ではとても足らないということで、女性職員を含めて、近くの職員を出ていただきまし

て、そのほかの課長、職員につきましては、できるだけ速やかに、翌朝になってしまい

ましたけども、支所なり本所なりに集まってくれというふうな指示を出して対応してお

ります。災害というのはいつ起こるかわかりませんので、まず連絡体制をとらないと対

応ができませんので、一番庁舎の指示を出す部署の、に住んでおる職員をまずお願いし

たということでございます。

それから、先ほどございました情報伝達なり苦情なりの関係でございますが、住民の

方からお受けするのはほとんど苦情の電話でございます。それが１人２人の対応じゃな

くって、実際、全部の電話が、庁舎内にある全部の電話が鳴りっ放しみたいな格好にな

りますので、１人２人ではとても対応ができないような状態になります。したがいまし

て、そういう除雪は町の職員も一生懸命対応をさせていただいたところでございますの

で、本当に緊急要件以外はですね、できるだけ控えていただきたいというふうに思って

おるところでございます。

除雪のほうもですね、実は最近、建設業者さんが除雪の機械を直にこちらのほうに保

有しておられなくって、リース関係にされているということがありまして、なかなか機

械の確保もちょっと難しくなっておりますので、昨年度は建設課のほうでは除雪用のリ

ースのバケットを借りてですね、町が直営でできるような格好の準備も進めておるとこ

ろでございます。そういうふうな格好で、できるだけ速やかに除雪ができるような努力

をしているところでございます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） ですから、回ってもとに戻りますが、町づくりと防災と

いうところで、減災というところですが、結局自主防災組織がしっかりしていれば、そ

この代表のところに問い合わせすれば何とかわかると、そういうような状況になるよう
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に自主防災組織も育成してほしいと思いますし、それから、最後になりましたが、町づ

くりの関係で、これは担当課が違うのであれですけれども、町長の考えですけれども、

このごろまちづくり地区会議もだんだんできております。その中で、中には、取り組み

の中には防災を取り組んでいるところもあります。ですので、本当に一つ一つの部落で、

集落でなかなかできないところをカバーできる、そういうこともあるかもわかりません。

小さい部落ではなかなか立ち上げにくいというところで、まちづくり地区会議の中で防

災意識を高め、訓練をしていくということも可能性があると思いますが、ですので地区

会議で、強制はできないと思いますが、防災意識について取り組み方を推進していくよ

うな、そういう姿勢も必要ではないかと思いますが、町長、いかが考えられますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） まちづくり地区会議の中での防災の取り組みという話でござい

ます。昨年も所子地区のほうで、町の防災訓練にあわせてそうした取り組みをしていた

だいたという経過もあります。ことしも同じように取り組んでいくということで、防災

意識の啓発や、あるいはそうした経験を通してやっていこうという動きがあります。ほ

かの地区会議のほうでもそうした防災に対してのいろいろな話し合いがなされていると

ころでありますので、期待をしながら、また町としてもそうした取り組みに対してのフ

ォロー、御支援、一緒に取り組みをさせていくということで進めていけたらなと思って

いるところであります。

○議員（12番 吉原美智恵君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで吉原美智恵君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ５時前でありますが、もう一人、一般質問を継続したいと思い

ます。

なお、残りました８番……（「９番以降」と呼ぶ者あり）９番以降の議員の皆さんの

一般質問は、あす９月２０日に本会議を再開して引き続き行いますので、よろしくお願

いいたします。

それでは、１番、加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） そうしましたら、吉原議員の質問に続きまして、防災に

なりますので、手短に終わらせたいと思います。

津波に対する防災について。

２０１１年３月１１日の東日本大震災では、津波に対する避難の意識が高く、行政も

対策の努力をしてきた地域にもかかわらず、１万９，０００人を超える命が津波によっ

て奪われました。

本町でも平田地区、御来屋地区、下坪地区など、多くの住民が沿岸部で居住、生活さ

れています。このような住民の命を守り、安心して暮らしてもらうために、万一の事態
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に備える備えについて、２つの点を伺います。

１、本町では、津波に対する防災をどう考えておられるか。

２、日中だけでなく、夜間の想定もしておられますか。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 加藤議員より１点、津波に対する防災についてという御質問を

いただきました。

これまでの日本海側においては、津波の発生については、想定はされていたものの、

大きな津波が来るというものの想定は余りなされておりませんでした。平成２３年３月

１１日に発生をいたしました東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波により、

東北地方の沿岸部は大きな被害に見舞われ、改めて海底で発生する地震とそれに伴う津

波の被害について対応を迫られたところであります。

鳥取県では、平成１６年度に鳥取県地震防災調査研究報告書を作成をし、地震⋞津波

対策を検討しておりましたが、東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波の影

響、津波の状況に鑑み、日本海側での津波発生の状況について再検討を行うため、平成

２３年７月に鳥取県津波対策検討委員会を設置をし、翌年の２４年３月に報告書を作成

されたところであります。それによりますと、日本海で想定される地震は、鳥取沖東部

断層、鳥取沖西部断層、佐渡島北沖断層の３つの断層で発生する地震による津波が想定

をされており、大山町への影響としましては、鳥取沖東部の地震の場合は、最初の波は

２４分後、最大波は８５分後に１．２７メートルの波が到達するということ、また、鳥

取沖西部の地震の場合は、最初の波は４分後、最大波は１０分後に３．６３メートルの

波が到達、また、佐渡島の北沖地震の場合は、最初の波が９６分後に、最大波が１６６

分後に、７．５９メートルの波が到達するという予測が出されているところであります。

津波によります災害に対応するため、本町では昨年度に、沿岸部の防災無線が聞き取

りにくい区域、屋外スピーカー６カ所増設をしましたし、その津波対策、津波などの発

生時に迅速かつ確実に防災情報が伝達できるよう取り組みを進めたところであります。

また、鳥取県津波対策検討委員会から出されましたところの津波被害のシミュレーシ

ョン、これをもとにして、大山町内の標高と、どのくらいの地域が浸水する可能性があ

るかがわかる津波ハザードマップ、これを作成をして全戸にお配りをし、さらに津波が

押し寄せる可能性のある区域の公民館、避難所、避難経路などに海抜表示板の設置をい

たしたところであります。

昨年の１０月に実施をいたしましたところの総合防災訓練では、津波被害を想定した

訓練を行っておりまして、沿岸部の２３集落、約６００名の町民の皆さんに参加をいた

だいたところであります。総合防災訓練終了後には、鳥取県津波対策検討委員会の委員

長を務めておられます鳥取大学大学院、松原雄平教授に「津波浸水予測と減災」という
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テーマで御講演をいただき、津波やその対応について理解を深めることができたところ

であります。

このたびのほかの議員さんへの答弁でもお話をしているところでありますが、東日本

大震災の教訓として、防災だけではなく、減災ということも重視されております。

町では、先ほど述べましたようなソフト面、ハード面の充実を図り、津波が発生した

場合への対応を進めてまいりたいと考えているところであります。

次に、日中だけでなく、夜間も想定しているかということでありますが、災害の発生

は、日中だけではなく、夜間にも発生するものと考えております。災害時の注意喚起と

して、町では、防災無線を整備をし、町民の皆様へ情報提供や避難勧告などを行える体

制を整えております。また、地震や津波が発生した場合に、国が発した緊急情報を防災

無線を通じて伝達する瞬時情報システムＪ－ＡＬＥＲＴ、これも整備をし、緊急時に情

報を伝達する体制を整えているところであります。

津波の被害を少なくするためには、津波の発生が予想される場合、速やかに高台の避

難場所に逃げていただくことが重要となります。津波が発生した場合に、津波が押し寄

せる範囲は広範にわたりますので、行政あるいは関係機関での対応が困難を伴う場合も

あろうと思っております。そういう意味合いで、自主防災組織や家庭内での津波被害を

想定した話し合いや避難訓練を行っていただくこと、これがとても大切なことではない

かなと思っております。特に夜間となりますと、道がわかりにくくなりますので、日ご

ろから懐中電灯の場所、これを確認し合ったり、夜間での避難訓練を行うなど、防災に

ついての関心を高めていただくということが重要ではないかと考えているところであり

ます。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） そうしましたら、１番に関してはですね、ちょっと省略

させてもらいます。

２番に関して、日中だけでなく夜間の想定もしているかなんですけれども、結局、私

なんかも裏出たらすぐ海という状況で、何が一番怖いかって、夜間、津波が来る。でも

停電しとる。その状況が一番怖いんですよね。そんなときにですね、懐中電灯を用意し

てって、僕らみたいな元気な人間はいいんですけれども、やっぱりつえをついたり、も

しくは老人カーですか、ああいうものを使って懐中電灯を手にして避難できるのかって

いう点でどうお考えでしょうか。

○議長（野口 俊明君） ちょっと待ってください。

間もなく５時になりますが、加藤議員の一般質問が終了するまで時間を延長して、一

般質問を続けます。

○町長（森田 増範君） 議長。
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○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 質問に対して答えさせていただきます。

夜ということでありますので、懐中電灯ということがまず第一ということであります。

歩いて、若い方がどんどん歩いていかれる場合もありますし、どうしても御高齢の方々

が歩くのが非常に厳しいという方もおられるかと思います。やはりそこは家庭内で、あ

るいは近所同士で、集落、自治会の中で、そうした方々への状況の把握、何かあったと

きの地域で支え合っていく、あるいは助け合っていく、そうした体制づくりやお互いの

情報の共有ということが必要だろうと思っているところであります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） 例えばですね、津波の先進地と言ったらちょっと言い方

が悪いですけれども、岩手県の釜石市なんかでは、ソーラー式の避難誘導灯で停電時に

も対応する。高知県のほうなんかにも夜間でも蛍光塗料を使った誘導板を設置するとい

った夜間対策がされております。こういったものが設置されてないとですね、最初にあ

りました１０分後に３．６３メートルの波が到達というときに、高齢者をかばって避難

する時間ていうのはないんですよね、正直な話。やっぱりそうなったときに、ちょっと

でも動ける人には自分の足で動いてもらうということもすごく大事だと思うんですよ。

そういった意味で夜間の対策を改めて考えてもらうようなお考えはないでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 議長、済みません。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） このたびの津波の関係で被害を受けられた地帯でそうした取り

組みがあるということで、今、事例としての御提言、御発言をいただきました。勉強さ

せていただいて、今後の検討にさせていただきたいというぐあいに思います。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） ちょうど５時前に終わります。

○議長（野口 俊明君） これで加藤議員の一般質問は終わりました。

⋞ ⋞

○議長（野口 俊明君） 本日はこれで散会にし、残りました通告９番以降の議員の一般

質問は、あす９月２０日に本会議を再開して引き続き行いますので、定刻９時３０分ま

でに本議場に御参集願います。

本日はこれで散会します。

午後４時５６分散会
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